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２ 関係法令の解説 

2.1 石綿に係る法規制の変遷 
石綿関連法規の推移を表 2.1.1 に示す。 

石綿に係る法規制は、石綿製造工場等における労働者の健康障害予防のために、昭和 35（1960）年に

制定された「じん肺法」から始まった。昭和 46（1971）年に「特定化学物質等障害予防規則」（以下「特化

則」という。）が制定されたことにより、その前後で石綿によるばく露の状況が大きく変化したと考えられている。また、

石綿のがん原性等に着目した対策の強化として、昭和 50（1975）年に特化則が改正され、さらに、建築物の

解体等に伴う労働者の石綿ばく露防止措置を強化するため、石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労働省令

第 21 号。以下「石綿則」という。）が平成 17（2005）年に制定されている。 

石綿の飛散による大気汚染を防止するため、平成元（1989）年に大気汚染防止法（昭和 43 年法律第

97 号。以下「大防法」という。）の改正により、石綿製品製造工場に対する規制が導入され、敷地境界基準が

設定された。また、平成 3（1991）年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）

の改正に伴い、「廃石綿等」が特別管理産業廃棄物に指定された。さらに、平成 7（1995）年の阪神・淡路大

震災による倒壊ビルの解体等に伴う石綿飛散問題が契機となって、平成 8（1996）年に大防法が改正され、

吹付け石綿が使用されている建築物の解体等の作業に対する規制が開始された。平成 17（2005）年 6 月末

以降の石綿問題を受けて、同年 12 月の大防法施行令・施行規則の改正により、規制対象の建築物の規模要

件等の撤廃と石綿含有断熱材等の規制対象への追加が、平成 18（2006）年 2 月には「石綿による健康等

に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律」が制定されたことにより、建築物の解体

等の作業と同様に、石綿が使用されている工作物の解体等の作業に対する規制が導入され、平成 18（2006）

年 10 月から施行された。また、石綿による健康被害の救済のために、平成 18（2006）年に「石綿による健康

被害の救済に関する法律（平成 18（2006）年 3 月施行）が制定され、石綿による指定疾病（中皮腫、肺

がん）に罹患した方等に対する救済措置がとられ、平成 22（2010）年 7 月には石綿による指定疾病（著し

い呼吸障害を伴う石綿肺、びまん性胸膜肥厚）を追加した。 

その後、大防法は平成 25（2013）年に、石綿則は平成 18（2006）年、平成 20（2008）年、平成

23（2011）年、平成 26（2014）年、平成 30（2018）年に所要の改正がされ、令和２（2020）年に

石綿含有仕上塗材及び石綿含有成形板等に対する規制の拡大、事前調査結果の報告の義務付け、作業記

録の作成・保存の義務付け等の見直しが行われた。また、令和５（2023）年に、工作物石綿事前調査者講

習の新設、石綿等の切断等の作業等において、湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等

の粉じんの発散を防止する措置のいずれかの措置を義務付ける等の見直しが行われた。 
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表2.1.1 石綿関係法規の変遷（1） 

年号 法規、通達名 法規・通達の概要 
昭和35（1960）年 「じん肺法」制定 じん肺健診についての規定（石綿も対象） 

昭和46（1971）年 
「労働基準法特定化学物質等障害予防

規則」（特化則）制定 
製造工場が対象、局所排気装置の設置、作業環境測定の義務付け（測定方

法の規定なし） 

昭和47（1972）年 
「労働安全衛生法（安衛法）」制定、「特

化則」再制定 安衛法が新たに制定され、特化則は同法に基づく規定に 

昭和50（1975）年 

「労働安全衛生法施行令」（安衛法施行令）

の改正 名称等表示（石綿5％超対象） 

「特化則」の大改正（昭和45年ＩＬＯ職

業がん条約批推のため） 

石綿５％超対象、取扱い作業も対象、石綿等の吹付け作業の原則禁止、特定

化学物質等作業主任者の選任、作業の記録、特殊健診の実施、掲示等 

昭和63（1988）年 
「作業環境評価基準」（厚生労働省告示）

制定 
法規に規定されている各種物質の管理濃度を規定 

（石綿も対象：2f/cm
3） 

平成元（1989）年 
「大気汚染防止法（大防法）・同施行令・同

施行規則」の改正 
石綿を特定粉じんとし、特定粉じん発生施設の届出、石綿製品製造/

加工工場の敷地境界基準を10f/Lと規定 

平成3（1991）年 
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

（廃棄物処理法）の改正 
特別管理産業廃棄物として「廃石綿等」を新たに制定。吹付け石綿、石

綿含有保温材等の石綿を含有する廃棄物が該当 

平成7（1995）年 

「安衛法施行令」の改正 アモサイト（茶石綿）、クロシドライト（青石綿）の製造等禁止 
「労働安全衛生規則」（安衛則）の改正 吹付け石綿除去作業の事前届出 

「特化則」の改正 石綿1％超まで対象が拡大、吹付け石綿除去場所の隔離、呼吸用保護具及

び保護衣の使用、解体工事における石綿使用状況の事前調査結果の記録 
平成8（1996）年 「大防法」の改正 特定建築材料（吹付け石綿）を使用する一定要件をみたす建築物の解体・

改造・補修する作業が「特定粉じん排出等作業」となり、事前届出、作業
基準の遵守義務を規定 平成9（1997）年 「大防法施行令・同施行規則」の改正 

平成11（1999）年 
「特定化学物質の環境への排出量の把
握等及び管理の改善の促進に関する法律」
制定 

特定第一種指定化学物質として石綿が規定され、年間500kg以上使用
する場合に、環境への移動・排出量を国への報告義務付け 

平成16（2004）年 

「安衛法施行令」の改正 石綿含有建材、摩擦材、接着剤等10品目が製造等禁止 
「作業環境評価基準」（厚生労働省告示）
の改正 石綿の管理濃度を改正（施行期日2005.4.1） 

平成17（2005）年 

「石綿障害予防規則」（石綿則）の制定 
（施行期日：2005.7.1） 

特定化学物質等障害予防規則から、石綿関連を分離し、単独の規則である
石綿障害予防規則を制定。解体・改修での規制（届出、特別教育、石綿作業
主任者等）を追加 

「大防法施行令・同施行規則」の改正（施
行期日： 2006.3.1） 

吹付け石綿の規模要件等の撤廃と特定建築材料に石綿含有保温材、耐火被
覆材、断熱材が追加。掻き落し、破砕等を行わない場合の作業基準を規定 

平成18（2006）年 

「大防法」の改正（施行期日：2006.10.1） 法対象の建築物に加え工作物も規制対象となる 
「安衛法施行令」の改正 
（施行期日：2006.9.1） 

石綿0.1重量％超の製品の全面禁止（一部猶予措置あり） 

「石綿則」の改正（施行期日：2006.9.1） 規制対象を石綿0.1重量％超に拡大一定条件下での封じ込め、囲い込み作
業に対する規制の強化等 

「廃棄物処理法」の改正 
（施行期日：2006.10.1） 

石綿0.1重量％超を含有する廃棄物（廃石綿等を除く）を石綿含有廃棄物
と定義、無害化処理認定制度が発足（（施行期日2006.8.9） 

平成20（2008）年 
「石綿則」等の一部を改正する省令等 
（施行期日：2009.4.1） 

・事前調査の結果の掲示 
・隔離の措置を講ずべき作業範囲の拡大、隔離の措置等 
・吹付け石綿除去作業について電動ファン付き呼吸用保護具着用を義務付
け 

・船舶の解体等の作業に係る措置（施行期日2009.7.1） 

平成23（2011）年 
「石綿則」の一部を改正する省令 
（施行期日： 2011.8.1） 船舶の解体等について、建築物解体等と同等の措置を義務付け 

平成24（2012）年 
「安衛法施行令等」の一部を改正する政令
（施行期日：2012.3.1） 

石綿0.1重量％超の製品の製造等禁止の猶予措置を撤廃 

平成25（2013）年 

「大防法」の改正 
（施行期日：2014.6.1） 

届出義務者を発注者に変更、解体等工事の事前調査及び説明の義務化、作
業基準の改正 

「建築物石綿含有建材調査者講習登録規
定」（国土交通省告示） 

建築物の通常使用における石綿含有建材の使用実態の把握推進のため、同
規定を創設 

平成26（2014）年 
「石綿則」の一部を改正する省令（施行期
日：2014.6.1） 

集じん・排気装置の排気口からの石綿漏えいの有無の点検、作業場前室の
負圧状態の確認、損傷・劣化等石綿粉じん発散のおそれがある保温材等の
除去等の対応の追加 

平成29（2017）年 
「石綿含有仕上塗材の除去等作業における飛
散防止対策について通知」（環境省） 

石綿含有仕上塗材の除去作業における飛散防止対策について、吹付け工法で施工
されたものについては吹付け石綿として扱うこととした 
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表2.1.1 石綿関係法規の変遷（2） 

年号 法規、通達名 法規・通達の概要 

平成30（2018）年 

「安衛法施行令」、「安衛則」の改正（施
行期日：2018.6.1） 

分析、教育用の石綿の製造・輸入・使用等を可能とした 

「石綿則」の一部を改正する省令（施行期
日：2018.6.1） 

石綿分析用試料等の定義、製造に係る措置、製造許可、届出等を規定 

「建築物石綿含有建材調査者講習登録規
定」（厚労省・国交省・環境省告示） 

3省連携により、国交省の旧規定の内容に解体時の事前調査に必要な知識
を追加 

令和2（2020）年 

「大防法」の改正 
（施行期日：一部除き2021.4.1） 

すべての建材への規制拡大及び作業基準の適用、事前調査方法の法定化・資
格者による事前調査の実施、事前調査に関する記録の保存及び都道府県等へ
の報告の義務付け、取り残し等の確認及び記録の保存の義務化、直接罰の創
設等 

「石綿則」の一部を改正する省令（施行期
日：一部除き2021.4.1） 

事前調査及び分析調査を行う者の要件の新設、計画届の対象拡大、事前調査
結果の届出制度の新設、隔離（負圧不要）を要する作業に係る措置の新設、
その他作業に係る措置の強化、作業計画に基づく記録・保存の義務化、石綿
の有無が不明な建材に対して石綿が使用されているものとみなして工事を
行うことにより分析調査を不要とする規定を吹付け材にも適用 等 

「建築物石綿含有建材調査者講習登録規
定」の一部改正（厚労省・国交省・環境省
告示） 

一戸建て等石綿含有建材調査者の講習規程を新設 

令和5（2023）年 

「建築物石綿含有建材調査者講習登録規
定」の一部改正（厚労省・国交省・環境省
告示） 

工作物石綿事前調査者の講習規程を新設 

「石綿則」等の一部改正（施行期日：一部
除き2026.1.1） 工作物石綿事前調査者の創設、石綿が使用されているおそれが高い工作物へ

の観光用エレベーターの昇降路の囲いの追加 等 「大防法施行規則」等の一部改正（施行期
日：一部除き2026.1.1） 

「石綿則」の一部を改正する省令（施行期
日：2024.4.1） 

石綿等の切断等の作業等に係る措置として、湿潤化の措置に限定せず、除じ
ん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの飛散を
防止する措置を義務付け 

注 1）建築基準法：一定規模以上の増改築において、吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウールが施工されている部分は除去することが、また一
定規模※未満の増改築、大規模な模様替え、大規模な修繕の場合は、除去又は封じ込め、囲い込みを行うことが義務付けられた。（施行

期日 2006.10.1） 
※一定規模：増改築部分の床面積が増改築前の床面積の 1/2 

注 2）宅地建物取引法：建物の売買等の取引に際して、石綿が使用されているか調査した経緯があればその結果を建物の持ち主又は宅地建物

取引業者は、買主等に対して、石綿の使用を重要事項として通知することが義務付けられた。  
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2.2 大気汚染防止法 
ここでは、大防法のうち、建築物等の解体等工事における規定について解説する。なお、条文は、大気汚染防

止法施行規則の一部を改正する省令（令和５年省令第 10 号）が施行された後（令和 8（2026）年 1 月

時点）の条文としている。 

 

2.2.1 目 的 

大気汚染防止法 

（目的） 

第1条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化

合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る

許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並び

に大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めるこ

とにより、被害者の保護を図ることを目的とする。 

【解説】 

本法の目的は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴って発生するばい煙や揮

発性有機化合物や粉じんの飛散等を規制すること、自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大

気の汚染の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することであり、さらには、大気の汚

染に関して健康被害が生じた場合の事業者の損害賠償責任について定めることにより、被害者の保護を図ること

である。 

また、石綿については、石綿の排出及び飛散の抑制を図るため、平成元（1989）年の大防法の改正による

石綿製品製造工場にする規制を始めとして、「2.1 石綿に係る法規制の変遷」のとおり規制を行ってきた。 

 
 

2.2.2 特定建築材料の種類 

大気汚染防止法 

（定義等） 

第2条 （中略） 

11 この法律において、「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させ

る原因となる建築材料で政令で定めるもの（以下「特定建築材料」という。）が使用されている建築物その他

の工作物（以下「建築物等」という。）を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排

出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 

 

大気汚染防止法施行令 

（特定建築材料） 

第3条の3 法第2条第11項の政令で定める建築材料は、吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料とす

る。 

【解説】 

特定建築材料は、特定粉じん（石綿）を周辺環境へ飛散させるおそれのあるものであり、石綿を含有する建

築材料のうち、その生産量、使用量等も考慮して、石綿飛散性の高いものとして、当初、吹付け石綿が指定され

た。その後、石綿が使用されている建築物の解体等作業における特定粉じんの飛散を防止する措置を拡充・強

化するため、特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料にすでに指定されていた吹付け石綿に加

え、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が追加された。特定建築材料に追加された石綿を含有す

る建築材料は、解体等に当たって掻き落としや機械による破砕等が行われた場合、吹付け石綿と同様な飛散が

生ずるとされていること、及びすでに石綿則第 5 条の届出の対象となっている建築材料であることから、法の規制対
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象に加えられたものである。さらに、平成 25（2013）年の法改正から５年が経過し、法の施行状況を検討した

結果、飛散性が相対的に低いことから、これまで規制対象ではなかった石綿含有成形板等（いわゆるレベル３建

材）についても、不適切な除去作業を行えば石綿が飛散するおそれがあることが判明したため、法の規制対象に

加えられた。 

当該特定建築材料における石綿の含有の考え方については、建築材料の製造若しくは現場施工における建築

材料の調製に際して石綿を意図的に含有させたもの又は石綿の質量が当該建築材料の質量の 0.1 重量％を超

えるものとされている。例えば耐火被覆材で 0.1 重量％を超えて石綿を含有していれば、非意図的に含有されて

いるものも特定建築材料となるものである。この考え方は、安衛法及び石綿則における石綿等の規制対象となる

物の石綿の含有率が、平成 18（2006）年 9 月 1 日に従来の 1 重量％超えから 0.1 重量％超えに改正され

たことを受け、吹付け石綿に関する従来の判断基準も考慮の上、平成 18（2006）年 10 月 1 日付けで改め

られたものである。 

特定建築材料は、建築物その他の工作物の解体等作業に伴い特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因と

なる建築材料が規定されている。当該特定建築材料が防音等の目的で使用されていようと解体等作業における

飛散の度合いは変わらないことから、使用の目的を問わず「材料」で規定されている。 

特定建築材料に該当する建築材料の例は表 2.2.1 のとおり。 

 

表2.2.1 特定建築材料に該当する建築材料の例 

特定建築材料の区分 建築材料の具体例 

吹付け石綿 
①吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール（乾式・湿式）、 

③石綿含有ひる石吹付け材、④石綿含有パーライト吹付け材 

石綿を含有する断熱材 ①屋根用折板裏断熱材、②煙突用断熱材 

石綿を含有する保温材 

①石綿含有保温材、②石綿含有けいそう土保温材、③石綿含有パー

ライト保温材、④石綿含有けい酸カルシウム保温材、⑤石綿含有ひる石

保温材、⑥石綿含有水練り保温材 

石綿を含有する耐火被覆材 ①石綿含有耐火被覆板、②石綿含有けい酸カルシウム板第２種 

石綿を含有する仕上塗材 石綿含有建築用仕上塗材 

石綿含有成形板等 ①石綿含有成形板、②石綿含有セメント管、③押出成形品 

 

2.2.3 特定粉じん排出等作業の種類 

大気汚染防止法 

（定義等） 

第2条 （中略） 

7 この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する

物質をいう。 

8 この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質

で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。 

（略） 

11 この法律において、「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる

原因となる建築材料で政令で定めるもの（以下「特定建築材料」という。）が使用されている建築物その他の

工作物（以下「建築物等」という。）を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出

され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 
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12 この法律において「特定工事」とは、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。 

 

大気汚染防止法施行令 

（特定粉じん） 

第2条の4 法第2条第9項の政令で定める物質は、石綿とする。 

（特定粉じん排出等作業） 

第3条の4 法第2条第11項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。 

一 特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）を解体する作業 

二 特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、または補修する作業 

【解説】 

従来は建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 2 条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第

九号の三に規定する準耐火建築物のうち、一定規模以上の作業が対象とされていたが、大気汚染防止法施行

令の一部を改正する政令（平成 17 年政令第 378 号）により、建築物の類型や規模によらず、特定建築材料

が使用されている建築物を解体し、改造し、又は補修する作業がすべて対象となった。さらに、石綿による健康等

に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律により、建築物に加え、特定建築材料が

使用されている工作物の解体等作業についても法の規制対象となったものである。 

「建築物」及び「工作物」の定義については、平成 18 年１月 11 日付環水大大発第 06011101 号通知「大

気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行等について（通知）」及び平成 18 年９月５日付環水大

大発第 060905003 号通知「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正

する法律の施行等について（通知）」において、「建築物」とは、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第

２条第一号に規定する建築物を基本としており、建築物本体のほか、建物に設ける建築設備（電気、ガス、給

排水、換気、冷暖房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突等）などが含まれるとされ、「工作物」とは、

民法や過去の判例によるものを基本として土地に接着して人工的作為を加えることによって成立した物とされてきた。

しかしながら、令和２年８月４日付基発 0804 第８号通知「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等

の施行について」において、建築物及び工作物の概念が明確化されたことを踏まえ、大防法及び石綿則の連携に

より、建築物等の解体等工事に伴う石綿の飛散防止を徹底する観点から、大防法における建築物及び工作物

の概念は、石綿則と同様に以下のとおりとされた。 

 「建築物」とは、全ての建築物をいい、建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、

冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備を含むものであること。 

 「工作物」とは、「建築物」以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置され

ていたものの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、

建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレータ－等又は製造若しくは発電等

に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があるこ

と。なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物であるが、昇降路の壁面は建築物

であること。 

石綿の含有状況を調査するために建築材料から少量のサンプリングが行われる場合があるが、特定建築材料が

使用されている建築物等を対象としていてもサンプリングだけであれば、当該建築物等を解体し、改造し、又は補

修する作業でないため、当該サンプリングは特定粉じん排出等作業には該当しない。また、例えば、配管点検のた

めに、石綿を含有する保温材を一時的に取り外す作業があるが、補修を伴わない点検だけであれば、当該建築

物等を解体し、改造し、又は補修する作業に当たらないため、当該作業は特定粉じん排出等作業には該当しな

い。しかし、特定建築材料のサンプリングや当該点検作業に当たっては大気への飛散を防止するよう十分に配慮す

ることが必要である。 

配管の曲線部のみが石綿を含有する保温材で覆われている場合に、保温材で覆われていない直線部分を切

断して配管ごと保温材を取り外す作業が行われることがある。このような事例において、当該作業の場所から特定

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%4f%96%40%8b%e3%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%8b%e3%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000009000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000009000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000009000000000000000000
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粉じんが排出されず、かつ飛散しない場合には、当該作業は特定粉じん排出等作業に該当しない。ただし、保温

材の劣化等により当該作業に伴い石綿が飛散するおそれがある場合や、当該作業時の振動等により近傍の特定

建築材料から石綿が飛散するおそれがある場合には、当該作業が特定粉じん排出等作業になり得るものである。 

 

2.2.4 作業基準 

大気汚染防止法 

（特定粉じん排出等作業の作業基準） 

第18条の14 特定粉じん排出等作業に係る規制基準（以下「作業基準」という。）は、特定粉じんの種類、特

定建築材料の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準

として、環境省令で定める。 

 

大気汚染防止法施行規則 

（作業基準） 

第16条の4 石綿に係る法第18条の14の作業基準は、次のとおりとする。 

一 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次

に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき当該特定粉じん

排出等作業を行うこと。 

イ 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

ロ 特定工事の場所 

ハ 特定粉じん排出等作業の種類 

ニ 特定粉じん排出等作業の実施の期間 

ホ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇

所及び使用面積 

ヘ 特定粉じん排出等作業の方法 

ト 第10条の4第2項各号に掲げる事項 

二 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業を行う場合は、

公衆の見やすい場所に次に掲げる要件を備えた掲示板を設けること。 

イ 長さ42.0センチメートル、幅29.7センチメートル以上又は長さ29.7センチメートル、幅42.0センチメートル

以上であること。 

ロ 次に掲げる事項を表示したものであること。 

（１）特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつて

は、その代表者の氏名 

（２）当該特定工事が届出対象特定工事に該当するときは、法第18条の17第1項又は第2項の届出

年月日及び届出先 

（３）第10条の4第2項第三号並びに前号ニ及びヘに掲げる事項 

三 特定工事の元請業者、自主施工者又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、当該

特定工事における特定粉じん排出等作業の実施状況（別表第 7 の一の項中欄に掲げる作業並びに六の

項下欄イ及びハの作業を行うときは、同表の一の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確

認の方法、確認の結果（確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含

む。）及び確認した者の氏名を含む。）を記録し、これを特定工事が終了するまでの間保存すること。 

四 特定工事の元請業者は、前号の規定により各下請負人が作成した記録により当該特定工事における特定

粉じん排出等作業が第一号に規定する計画に基づき適切に行われていることを確認すること。 

五 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定建築材料の除去、囲い込み又は

封じ込め（以下この号において「除去等」という。）の完了後に（除去等を行う場所を他の場所から隔離し
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たときは、当該隔離を解く前に）、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者に

当該確認を目視により行わせること。ただし、解体等工事の自主施工者である個人（解体等工事を業として

行う者を除く。）は、建築物等を改造し、又は補修する作業であつて、排出され、又は飛散する粉じんの量が

著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら当該確認を行うことができる。 

六 前各号に定めるもののほか、別表第七の中欄に掲げる作業の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。 

 

別表第7（第16条の4関係） 

一 令第3条の4第一号に掲げる

作業のうち、吹付け石綿及び

石綿含有断熱材等を除去す

る作業（次項又は五の項に

掲げるものを除く。） 

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定

建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずるこ

と。 

イ 特定建築材料の除去を行う場所（以下「作業場」という。）を他の場所

から隔離すること。隔離に当たつては、作業場の出入口に前室を設置するこ

と。 

ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に日本産業規

格 Z 8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用するこ

と。 

ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去

を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼

働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じ

ん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。 

ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前及び中断時に、作業

場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、

集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。 

ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 

ヘ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去

を行う日の当該除去の開始後速やかに、及び特定建築材料の除去を行う

日の当該除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所を変更した場

合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要がある場

合に随時、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に

測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを

確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排

気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。 

ト 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材

料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布す

るとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行った上で、特定

粉じんが大気中へ排出され、又は飛散するおそれがないことを確認すること。 

二 令第3条の4第一号に掲げる

作業のうち、石綿含有断熱材

等を除去する作業であつて、

特定建築材料をかき落とし、

切断又は破砕以外の方法で

除去するもの（五の項に掲げ

るものを除く。） 

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定

建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずるこ

と。 

イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 

ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 

ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除

去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するととも

に作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。 
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三 令第3条の4第一号又は第二

号に掲げる作業のうち、石綿

を含有する仕上塗材を除去

する作業（五の項に掲げるも

のを除く。） 

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定

建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずるこ

と。 

イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。（ロの規定により

特定建築材料を除去する場合を除く。） 

ロ 電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するとき

は、次に掲げる措置を講ずること。 

（１）特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 

（２）除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 

ハ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場

合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の

清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。 

四 令第3条の4第一号又は第二

号に掲げる作業のうち、石綿

を含有する成形板その他の建

築材料（吹付け石綿、石綿

含有断熱材等及び石綿を含

有する仕上塗材を除く。この

項の下欄において「石綿含有

成形板等」という。）を除去す

る作業（一の項から三の項ま

で及び次項に掲げるものを除

く。） 

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定

建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずるこ

と。 

イ 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外す

こと。 

ロ イの方法により特定建築材料（ハに規定するものを除く。）を除去すること

が技術上著しく困難なとき又は令第3条の4第二号に掲げる作業に該当す

るものとして行う作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を

薬液等により湿潤化すること。 

ハ 石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛

散させる原因となるものとして環境大臣が定めるものにあつては、イの方法に

より除去することが技術上著しく困難なとき又は令第3条の4第二号に掲げ

る作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、次に掲げる

措置を講ずること。 

（１）特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 

（２）除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 

二 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場

合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の

清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。 

五 

 

令第3条の4第一号に掲げる

作業のうち、人が立ち入ること

が危険な状態の建築物等を

解体する作業その他の建築

物等の解体に当たりあらかじめ

特定建築材料を除去すること

が著しく困難な作業 

作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有す

る措置を講ずること。 

六 令第3条の4第二号に掲げる

作業のうち、吹付け石綿及び

石綿含有断熱材等に係る作

業 

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されてい

る特定建築材料の除去若しくは囲い込み等を行うか、又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を講ずること。 

イ 特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕により除去する場合は一の項

下欄イからトまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去

する場合は二の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。 



23 

ロ 特定建築材料の囲い込み等を行うに当たつては、当該特定建築材料の

劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合又は下地と

の接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。 

ハ 吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲い込み等（これ

らの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。）を行う場合又は吹付け

石綿の封じ込めを行う場合は、一の項下欄イからトまでの規定を準用する。

この場合において、「除去する」とあるのは「囲い込み等を行う」と、「除去」と

あるのは「囲い込み等」と読み替えることとする。 

 

 

【解説】 

（1）作業計画の作成 

特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に作業

計画を作成し、当該計画に基づき特定粉じん排出等作業を行うこととされている。また、届出対象特定工事の

作業計画に記載する事項は、作業実施の届出事項と同一である。 

なお、作業計画は、特定工事を行う場合に作成する必要があるため、石綿含有成形板等や石綿を含有する

仕上塗材が使われている建築物の解体等を行う場合にも作成する必要がある。 

（2）掲示 

特定粉じん排出等作業の実施の期間や作業の方法等の事項を表示した掲示板を設けることが作業基準に

規定（施行規則第16条の4第二号）されていることから、当該掲示板が設けられていない場合は、法第18条

の21に規定される作業基準適合命令等の対象になり得るものとなる。当該掲示板は、周辺住民からも見やす

い場所に設けられることが望ましい。 

なお、掲示については、見やすい箇所に、JIS Ａ列３番の用紙に相当する、長さ42.0センチメートル、幅

29.7センチメートル以上又は長さ29.7センチメートル、幅42.0センチメートル以上の掲示板を設けることとされて

いる。ただし、具体的な様式は定められておらず、他法令等に基づく掲示に追記する形式で表示しても差し支え

ないものとされており、また、他法令等に基づく掲示の内容と重複する事項を表示する必要もないとされている。掲

示板による掲示のほか、デジタルサイネージ等の電子情報処理組織を使用する等の方法があり、インターネットに

よる掲示の内容の公開も推奨される。 

（3）作業の記録 

特定工事の元請業者、自主施工者又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、当該特

定工事における特定粉じん排出等作業の実施状況を記録し、特定工事が終了するまでの間保存することとされ

ている。なお、当該記録は電磁的記録を使用して保存することも可能である。 

当該記録は、作業基準に定める、集じん・排気装置の正常な稼働、負圧の状況、除去又は囲い込み、封じ

込め（以下囲い込み及び封じ込めを「囲い込み等」という。）の完了及び隔離解除前の大気中への特定粉

じんの排出等のおそれがないことの確認の結果等も含まれる。また、大防法第18条の23第１項又は第２項に

規定する記録を作成する際に活用するものであるため、作業基準の各規定に対応した当該作業の実施状況が

それぞれ確認できるよう、写真、動画等を使用して作成する。また、作業の途中で作業の計画に変更が生じた場

合は、当該変更の内容を記録する。 

（4）作業が適切に行われていることの確認 

当該確認は、除去又は囲い込み等の実施中に適宜行うとともに、除去又は囲い込み等が終了したときに行

うものである。特定工事の元請業者は、各下請負人が作成した特定粉じん排出等作業の記録をとりまとめて大

防法第18条の23第１項に規定する記録を作成する。 

なお、下請負人に特定工事を請け負わせていない場合の特定工事の元請業者又は特定工事の自主施工

者は、自ら特定粉じん排出等作業の実施状況に関する記録を作成することを通じて、作業が適切に行われて
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いることを確認する。 

（5）除去又は囲い込み等の完了の確認 

「作業が完了したことの確認」とは、除去にあっては、特定建築材料の取り残しがないこと、囲い込み等にあっては、

囲い込み等が適切に行われ石綿の飛散のおそれがないことを確認することをいう。「確認を適切に行うために必要

な知識を有する者」とは、建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程（平成 30 年厚生労働省・国土交通

省・環境省告示第１号、令和 5 年 3 月 27 日一部改正。以下「登録規程」という。）第２条第２項に規定す

る一般建築物石綿含有建材調査者（以下「一般調査者」という。）、同条第３項に規定する特定建築物石

綿含有建材調査者（以下「特定調査者」という。）、同条第４項に規定する一戸建て等石綿含有建材調査

者（以下「一戸建て等調査者」という。）、同条第５項に規定する工作物石綿事前調査者（以下「工作物調

査者」という。）、これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者（以下「調査者等」という。）及び当該特

定工事に係る石綿作業主任者（石綿則第 19 条に規定する者をいう。以下同じ。）をいう。 

ただし、工作物調査者の規定は令和８年１月１日から適用されるが、それ以前でも特定建築材料が使用さ

れているおそれが高いものとして環境大臣が定める工作物（以下「特定工作物」という。）における作業が完了し

たことの確認は、調査者等や石綿作業主任者に行わせることが望ましい。また、一戸建て等調査者に確認を行わ

せることができるのは、一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る。 

なお、解体等工事の自主施工者である個人（解体等工事を業として行う者を除く。）は、建築物等の改造又

は補修の作業であって、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施

工する場合には、自ら当該確認を行うことができる。「排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみ

を伴う軽微な建設工事」とは、床、壁、天井等への家具の固定のための穴開け等の特定建築材料の一部を加工

する作業のみを伴うような建設工事をいい、個人が事前調査を行う場合の負担や石綿飛散の蓋然性を踏まえ、こ

のような作業については必ずしも調査者等又は当該工事に係る石綿作業主任者に確認を行わせることを要しない

こととされた。ただし、個人であっても、調査者等又は石綿作業主任者に確認を行わせることが望ましい。 

（6）作業の方法 

特定粉じん排出等作業は次の 6 種類に場合分けされており、それぞれの場合に対して適用される基準が定めら

れている（施行規則第 16 条の 4 及び別表第 7）。 

また、これらの方法に代えて、同等以上の効果を有する別の措置を講じてもよいこととされている。すなわち、特

定建築材料の種類や状態、作業箇所の状況によっては、作業場全体を隔離し負圧に保つ等の通常の作業方法

によらず、これと同等以上の効果を有する措置（例えば、配管の一部に使用された保温材を除去する際に、当該

作業箇所を局所的に隔離するための袋状の用具（いわゆるグローブバッグ）を使用して密封状態を保ったまま保

温材を除去する等）を講ずることを許容するものである。これは、解体等の対象となる工作物の特性や建築物等

の状態の違い、今後の飛散防止技術の進展等に対応できるよう作業基準に柔軟性を持たせる趣旨で規定されて

いるものである。 

１）建築物等を解体する作業のうち吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業（二の項又は
五の項を除く。））：施行規則別表第７（一の項） 

吹付け石綿等の特定建築材料を除去しないまま建築物等の解体を行った場合には、周辺環境へ石綿が飛散

することとなるため、建築物等を解体する前に、隔離、前室の設置、集じん・排気装置の使用、負圧化、湿潤化

等の適切な飛散防止対策を講じつつ除去することにより、解体工事に伴う石綿の飛散防止を図ることとされている。 

また、集じん・排気装置の不具合等を原因とする石綿の飛散事例が散見されたことから、集じん・排気装置が正

常に稼働することの確認について、隔離を行った作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去

の開始前後に加え、特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所を

変更した場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要がある場合に随時、使用する集じ

ん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより行うこととされた。「集じん・排気

装置に付けたフィルタ」とは、HEPA フィルタ、１次フィルタ及び２次フィルタをいう。「その他必要がある場合」とは、作
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業中に集じん・排気装置にぶつかるなど集じん・排気装置に衝撃を与えた場合等をいう。「集じん・排気装置の排

気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認」

とは、排気口のダクト内部の粉じん濃度を測定し、粉じんが検出されないこと、又は特定建築材料の除去の開始

前に集じん・排気装置を稼働させ、排気口のダクト内部の粉じん濃度が一定濃度まで下がって安定したことを確認

の上、当該除去の開始後に排気口のダクト内部の粉じん濃度が当該除去の開始前と比較して上昇していないこ

とを確認することをいい、当該除去中に定期的に確認することが望ましい。この場合において、「粉じんを迅速に測

定できる機器」には、粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器

（リアルタイムファイバーモニター）が含まれる。 

作業場及び前室が負圧に保たれていることの確認について、特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始

前に加え、除去の中断時に行うこととされた。「中断時」とは、休憩や作業の中断により作業場から作業員が退室

した時、当該除去を行う日における除去の終了時等をいう。なお、「作業場及び前室が負圧に保たれていることを

確認」には、集じん・排気装置を稼働させた状態で、微差圧計による測定、目視により空気の流れを確認すること

等の方法が含まれる。 

特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たっては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの

飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行った上で、大気

中への特定粉じんの排出等のおそれがないことを確認することとされた。「大気中への特定粉じんの排出等のおそれ

がないことを確認」とは、清掃、作業場内の空気中に浮遊している石綿の集じん等を行った上で、位相差顕微鏡

法や繊維状粒子自動測定器による総繊維数濃度の測定による確認等をいう。 

２）建築物等を解体する作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業であって、特定建築材料を
かき落とし、切断又は破砕以外の方法で除去するもの（五の項を除く。）：施行規則別表第７（二
の項） 

石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材（吹付け石綿を除く。）を除去する作業において、当該特

定建築材料を原形のまま取り外す等、掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去する場合（五の項を除

く。）にあっては、作業場の隔離や作業場の出入口への前室の設置等までは義務付けられておらず、特定建築材

料の除去を行う部分の周辺を事前に養生することや除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること等が

義務付けられている。 

３）建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、石綿を含有する仕上塗材を除去する作
業（五の項を除く。）：施行規則別表第７（三の項） 

除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化した上で、当該特定建築材料を除去することとされている。ただ

し、電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、除去する特定建築材料の薬液

等による湿潤化に加え、特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生する。 

「薬液等により湿潤化」には、特定建築材料を湿潤な状態にできれば、水や剥離剤による湿潤化も含む。「養

生」とは、屋内の作業において作業場の壁面や床等をプラスチックシート等で覆うことや、屋外の作業において作業

場の周囲をパネル、プラスチックシート等で囲うことをいい、作業場の負圧管理は要しない。「電気グラインダーその

他の電動工具」とは、ディスクグラインダー又はディスクサンダーをいうが、高圧水洗工法、超音波ケレン工法等を用

いる場合についても各作業現場の状況に応じて湿潤化に加えて養生を行うことが望ましい。 

また、当該特定建築材料の除去後、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行う（養生を行ったときは、

養生を解くに当たって行う）。 

なお、これらの方法に代えて、同等以上の効果を有する別の措置を講じてもよいこととされており、作業場を隔離

し、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する場合の作業方法（施行規則別表第７の一の項下欄）を

採用することも可能であり、また、「除じん性能を有する電動工具を使用すること」を「除去する建材を薬液等により

湿潤化すること」と同等以上の効果を有する措置として取り扱って差し支えない。 

４）建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、石綿含有成形板等を除去する作業（一
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～三及び五の項を除く：施行規則別表第七（四の項） 

切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すことで当該建築材料を除去することとされている。ただし、

そのまま建築物等から取り外すことが技術上著しく困難なとき又は建築物等を改造し、若しくは補修する作業の性

質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化する。この場合において、除去する特定建築

材料が石綿含有けい酸カルシウム板第１種であるときは、当該特定建築材料の薬液等による湿潤化に加え、当

該特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生する。また、当該特定建築材料の除去後、作業場内の

清掃その他の特定粉じんの処理を行う（養生を行ったときは、養生を解くに当たって行う）。 

「切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外す」とは、固定具等を取り外すこと、母材等と一体として

取り外すこと等により、特定建築材料を切断、破砕等せずに建築物等から除去することをいう。そのまま建築物等

から取り外すことが「技術上著しく困難なとき」とは、特定建築材料や固定具が劣化している場合、特定建築材料

の大きさ、重量、施工箇所等によって取り外しが物理的に困難な場合など、除去する特定建築材料や作業場の

状況等によって切断、破砕等せざるを得ない場合をいう。「建築物等を改造し、又は補修する作業の性質上適し

ないとき」については、床や壁として使用されている特定建築材料の一部を除去する場合も「除去」に含まれること

から、このように特定建築材料の一部を加工する建築物等の改造又は補修の作業を行う場合等をいう。 

なお、これらの方法に代えて、同等以上の効果を有する別の措置を講じてもよいこととされており、作業場を隔離

し、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する場合の作業方法（新規則別表第７の一の項下欄）を採

用することも可能であり、また、「除じん性能を有する電動工具を使用すること」を「除去する建材を薬液等により湿

潤化すること」と同等以上の効果を有する措置として取り扱って差し支えない。 

５）建築物等を解体する作業のうち、あらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作
業：施行規則別表第７（五の項） 

当該建築物等が、一部崩壊していたり、傾いている等の状態にあり、除去すべき特定建築材料に作業者が近

づけない等、一の項や二の項による基準に従った特定建築材料の除去ができない場合に散水等の可能な対応

を図ることを求めるものとされている。この作業に該当するか否かについては、個別事例に応じ、新規則別表第７

の一の項の下欄に掲げる作業基準を遵守することが可能な状態の建築物かどうかを踏まえ都道府県等が判断す

る。 

６）建築物等を改造し、又は補修する作業のうち吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業：
施行規則別表第７（六の項） 

改造し、又は補修する場合には、解体する場合と異なり、改造又は補修箇所の状況等に応じてさまざまな工法

を選択することができる。特定建築材料を除去する場合は、一の項又は二の項による基準を遵守することとされて

いる。掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で吹付け石綿を除去する場合、建築物等の改造又は補修の際に

限り、施行規則別表第７の二の項下欄に掲げる事項で足りることとされた。しかし、機械等を使用する可能性のあ

る建築物等の解体においては、吹付け石綿が使用されている建築物等からの当該特定建築材料の除去において、

施行規則別表第 7 の二の項下欄に掲げる方法では、従来どおり不十分とされている。 

実際に行われている方法は、除去のほか、特定建築材料を板等で完全に覆う囲い込み工法及び特定建築材

料に薬剤を吹き付け、固化する封じ込め工法がある。一般に、囲い込み又は封じ込める場合は、除去する場合と

比べ石綿の飛散の程度は大きくないと考えられるが、アンカーボルトを打ち込む場合や特定建築材料の劣化・損傷

の状態によっては、除去と同程度に特定粉じんの飛散するおそれがある。 

「囲い込み」、「封じ込め」とは、次の作業をいう。なお、吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲

い込み等（これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。）を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う

場合は、作業時に石綿が飛散するおそれが大きいため、施行規則別表第７の一の項下欄の方法で行うこととされ

ている。「切断、破砕等」には、切断又は破砕のほか、作業時の振動によって石綿の飛散のおそれがある場合の振

動も含まれる。 

【囲い込み】 

大気への特定粉じんの排出及び飛散が生じないようにしながら特定建築材料が露出しないよう板状の材料で
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完全に覆う等して、特定粉じんの飛散防止及び特定建築材料の損傷防止を図ること。 

 

【封じ込め】 

大気への特定粉じんの排出及び飛散が生じないようにしながら特定建築材料の表面又は内部に固化剤を浸

透させる等して、特定粉じんの飛散防止及び特定建築材料の損傷防止を図ること。 

特定建築材料の囲い込み又は封じ込めを行うに当たり、囲い込み板の取り付け、薬剤の吹き付け等の作業に

伴い特定粉じんが飛散するおそれがある場合には、吹付け石綿については施行規則別表第 7 の一の項下欄、

石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材については施行規則別表第 7 の二の項下欄に各々掲げられ

た作業基準に準じた措置を講ずる必要がある。 

なお、囲い込み又は封じ込めを行うにあたっては、当該部分の特定建築材料の状態（劣化状態、下地との

接着状態）を確認し、状態不良と認められる場合には、除去を行う必要があり、この場合、除去を行うにあた

っては、除去作業に係る一の項又は二の項の基準を遵守しなければならない。 

 

2.2.5 解体等工事に係る調査 

大気汚染防止法 

（解体等工事に係る調査及び説明等） 

第18条の15 建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事（以下「解体等工事」という。）

の元請業者（発注者（解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のもの

をいう。以下同じ。）から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。）は、当該解体等工事が特定

工事に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調

査その他の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工

事の発注者に対し、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならな

い。 

一 当該調査の結果 

二 当該解体等工事が特定工事に該当するとき（次号に該当するときを除く。）は、当該特定工事に係る次に

掲げる事項 

イ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇

所及び使用面積 

ロ 特定粉じん排出等作業の種類 

ハ 特定粉じん排出等作業の実施の期間 

ニ 特定粉じん排出等作業の方法 

三 当該解体等工事が第 18 条の 17 第１項に規定する届出対象特定工事に該当するときは、当該届出対

象特定工事に係る次に掲げる事項 

イ 前号に掲げる事項 

ロ 前号ニに掲げる特定粉じん排出等作業の方法が第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方

法により行うものでないときは、その理由 

四 前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項 

2～６（略） 

 
大気汚染防止法施行規則 

（解体等工事に係る調査の方法） 

第16条の5 法第18条の15第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 

一 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。ただし、解体等
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工事が次に掲げる建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当することが設計図

書その他の書面により明らかであつて、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作

業を伴わないものである場合は、この限りではない。 

イ 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等（ロからホまでに掲げるものを除く。） 

ロ 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備（配管を含

む。以下この号において同じ。）であつて、平成19年10月1日以後にその接合部分にガスケットを設置し

たもの 

ハ 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であつて、平成21年4

月1日以後にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの 

ニ 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であつて、平成23年

3月1日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの 

ホ 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であつて、平成24

年3月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの 

二 解体等工事（特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物以外の

工作物に係る工事にあっては、塗料その他の石綿が使用されているおそれのある材料の除去の作業を伴うも

のに限る。）に係る前号に規定する調査（前号ただし書に規定する場合を除く。）については、当該調査を

適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせること。ただし、当該解体等工

事の自主施工者である個人（解体等工事を業として行う者を除く。）は、建築物等を改造又は補修する作

業であつて、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する

場合には、自ら当該調査を行うことができる。 

三 第一号に規定する調査により解体等工事が特定工事に該当するか否かが明らかにならなかつたときは、分析

による調査を行うこと。ただし、当該解体等工事が特定工事に該当するものとみなして、法及びこれに基づく命

令中の特定工事に関する措置を講ずる場合は、この限りでない。 

 

（解体等工事に係る説明の時期） 

第16条の6 法第18条の15第1項の規定による説明は、解体等工事の開始の日までに（当該解体等工事が

届出対象特定工事に該当し、かつ、特定粉じん排出等作業を当該届出対象特定工事の開始の日から14

日以内に開始する場合にあつては、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに）行うものとす

る。ただし、災害その他非常の事態の発生により解体等工事を緊急に行う必要がある場合にあつては、速や

かに行うものとする。 

 

（解体等工事に係る説明の事項） 

第16条の7 法第18条の15第1項第四号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 法第 18 条の 15 第 1 項又は第 4 項の規定による調査（以下「事前調査」という。）を終了した年月日 

二 事前調査の方法 

三 第 16 条の 5 第二号に規定する調査を行つたときは、当該調査を行つた者の氏名及び当該者が同号に規

定する環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項 

四 解体等工事が届出対象特定工事以外の特定工事に該当するときは、第 10 条の 4 第 2 項第二号及び第

三号に掲げる事項 

五 解体等工事が届出対象特定工事に該当するときは、第 10 条の 4 第 2 項各号に掲げる事項 
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【解説】 

（1）事前調査の対象 

事前調査の対象は、「建築物等の解体等工事」とされており、様々な工事が含まれる。これらの義務の対象範

囲は、令和２年 11 月 30 日付環水大大発第 2011301 号通知「大気汚染防止法の一部を改正する法律の

施行等について（通知）に明確にされており、石綿則の令和２年８月４日付基発 0804 第８号厚生労働省

労働基準局長通知「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」と同様である。 

詳細については 4.3.1 及び 4.3.2 に記載した。 

（2）事前調査の方法 

解体等工事の元請業者又は自主施工者が行う事前調査の方法として、まず、設計図書その他の書面による

調査及び現地での特定建築材料の有無の目視による調査を行う。「設計図書その他の書面による調査」とは、設

計図書等の確認による、解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した日の調査、使用されている建築

材料の種類の調査、使用されている建築材料のうち石綿が使用されている可能性があるものについて、石綿（ア

スベスト）含有建材データベース等を使用した石綿の含有の有無の調査等をいう。「特定建築材料の有無の目

視による調査」とは、解体等工事に係る建築物等において設計図書と異なる点がないか、現地において建築材料

に印字されている製品名や製品番号等を確認すること、特定建築材料に該当する可能性のある建築材料を特

定すること等をいう。事前調査は、解体等工事に係る建築物等の全ての部分について行うものであり、当該建築

物等の構造上、解体等工事に着手する前に目視することができない箇所があった場合、着手した後に目視が可

能となった時点で調査を行うともに、調査結果を都道府県等へ速やかに報告する。 

ただし、平成 18（2006）年９月１日以降は石綿の新たな使用が禁止されていることから、解体等工事が次

の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当することが設計図書その他の書面により

明らかであって、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴わないものである場合

は、その後の書面による調査及び目視による調査は要しないこととされている。 

・平成18（2006）年９月１日以後に設置の工事に着手した建築物等（以下の工作物を除く。） 

・平成18（2006）年９月１日以後に設置の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備

（配管を含む。以下同じ。）であって、平成19（2007）年10月１日以後にその接合部分にガスケット

を設置したもの 

・平成18（2006）年９月１日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であって、

平成21（2009）年４月１日以後にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの 

・平成18（2006）年９月１日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であっ

て、平成23（2011）年３月１日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの 

・平成18（2006）年９月１日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であっ

て、平成24（2012）年３月１日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの 

その上で、書面による調査及び現地での目視による調査により解体等工事が特定工事に該当するか否かが明

らかにならなかったときは、分析による調査を行う。ただし、当該解体等工事が特定工事に該当するものとみなして、

法及びこれに基づく命令中の特定工事に関する措置を講ずる場合は、分析による調査は要しない。分析方法につ

いては、JIS A 1481-1、A 1481-2、A 1481-3、A 1481-4 等がある。「当該解体等工事が特定工事に該当

するものとみなして、法及びこれに基づく命令中の特定工事に関する措置を講ずる」とは、解体等工事に係る建築

物等の部分における各建築材料（吹付け石綿を含む）について、その種類に応じた特定建築材料に該当するも

のとみなし、法及びこれに基づく命令中の当該特定建築材料の種類に係る特定工事に関する措置を講ずることを

いう。 

なお、事前調査は、石綿則第３条第１項及び第５項の規定に基づく事前調査等と兼ねて実施しても差し支

えないものであり、また、解体等工事の対象となる建築物等の同一箇所について、過去に大防法及びこれに基づく

命令に定める方法により事前調査（建築物に係る書面による調査及び現地での目視による調査にあっては、一



30 

定の知見を有する者が行ったものに限る。）を行っている場合は、その結果を活用することを妨げるものではない。 

（3）調査を適切に行うために必要な知識を有する者 

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事

（解体等工事が、平成 18（2006）年９月１日以後に設置の工事に着手した建築物を解体し、改造し、又

は補修する作業を伴う建設工事に該当することが設計図書その他等の書面により明らかであって、当該建築物以

外の建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴わないものである場合（以下「平成 18（2006）年９

月１日以降の建築物の場合」という。）を除く。）に係る書面による調査及び現地での目視による調査について

は、一般調査者、特定調査者、又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者に行わせることとされた。

また、登録規程第２条第４項に規定する一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部については、上記の者に

加え、一戸建て等調査者に調査を行わせることができることとされた。なお、解体等工事に係る建築物の設置の工

事に着手した日を設計図書その他の書面により調査するに当たっては、必ずしも調査者等を活用することは要しな

い。 

平成 29（2017）年 11 月 20 日付環水大大発第 1711201 号環境省水・大気環境局大気環境課長

通知「事前調査の不徹底により石綿含有建材が把握されずに建築物等の解体等工事が開始された事案等につ

いて」において、石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者には、一般社団法人日本アスベスト調

査診断協会に登録された者が含まれるものとしてきたことを踏まえ、「同等以上の能力を有すると認められる者」とは、

義務付け適用前までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても

引き続き同協会に登録されている者が該当する。 

一般調査者及び特定調査者については、いずれの建築物の調査も行わせることができることとされているが、使

用されている可能性がある石綿含有材料の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修を繰り返しており石

綿含有材料の特定が難しい建築物については、特定調査者又は一定の実地経験を積んだ一般調査者に行わせ

ることが望ましい。 

工作物に係る解体等工事の事前調査について、特定建築材料が使用されているおそれが大きい工作物に係る

解体等工事及びその他の工作物に係る解体等工事のうち塗料その他の石綿を含有するおそれのある建築材料の

除去の作業を伴うものについては、大防法施行規則第 16 条の５第一号ただし書きに規定する場合を除き、工

作物の種類に応じて、工作物調査者、一般調査者、特定調査者、又はこれらのものと同等以上の能力を有する

と認められる者に行わせることとされた。当該者に調査を行わせる義務については、令和８年（2026 年）１月 1

日から施行されることとされているが、義務付け適用以前においても、事前調査は調査者等に行わせることが望まし

い。 

分析による調査については、石綿則第３条第６項の規定により、適切に分析調査を実施するために必要な知

識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの（石綿障害予防規則第３条第６項の規定に基づき

厚生労働大臣が定める者等（令和２年厚生労働省告示第 277 号））に行わせなければならない。 

（4）一般個人による事前調査 

（3）にかかわらず、解体等工事の自主施工者である個人（解体等工事を業として行う者を除く。）は、建築

物の改造又は補修の作業であって、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建

設工事を施工する場合には、自ら当該調査を行うことができることとされている。「排出され、又は飛散する粉じんの

量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事」とは、床、壁、天井等への家具の固定のための穴開け等の特

定建築材料の一部を加工する作業のみを伴うような建設工事をいい、個人が事前調査を行う場合の負担や石

綿飛散の蓋然性を踏まえ、このような作業については必ずしも調査者等に調査を行わせることを要しないこととされ

たものである。 

ただし、個人であっても、作業基準の遵守義務等、法の規制の対象であり、当該作業を伴う建設工事を特定

工事とみなして大防法及びこれに基づく命令中の特定工事に関する措置を講ずるか、又は調査者等に調査を行

わせることが望ましい。 
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（5）解体等工事に係る説明 

解体等工事の元請業者が当該解体等工事の発注者に対して書面に記載して説明する事項は、次のとおり。

当該説明は、解体等工事の開始の日までに（当該解体等工事が届出対象特定工事に該当し、かつ、特定粉

じん排出等作業を当該届出対象特定工事の開始の日から 14 日以内に開始する場合にあっては、当該特定粉

じん排出等作業の開始の日の 14 日前までに）行うこととされている。ただし、災害その他非常の事態の発生によ

り解体等工事を緊急に行う必要がある場合は、当該説明を調査の実施後速やかに行うものとされている。説明に

当たっては、電磁的方法により書面を発行し説明することができる。また、事前調査に関する記録は、元請業者が

解体等工事の終了した日から３年間保存しなければならないが、電磁的記録を使用して保存することができる。 

【事前調査に係る説明事項】 

説明事項は下表のとおり。「事前調査の結果」とは、特定工事に該当するか否か及びその根拠、「事前調査の

方法」とは、書面による調査、現地での目視による調査、分析による調査及び調査者等に調査を行わせたこと、

「調査者等に該当することを明らかにする事項」とは、当該調査を行った者が登録規程に基づく講習を受講した講

習実施機関の名称（一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者については、その旨）をいう。

なお、事前調査の段階では調査が困難な箇所があった場合には、当該箇所とともにその理由をあわせて発注者に

対して説明することが望ましい。 

 

表2.2.2 事前調査に係る説明事項 

根拠 説明事項 

特定 

工事 

非該当 

特定工事該当 

届出対

象特定

工事非

該当 

届出対象

特定工事

該当 

法

第

18

条

の

15 

一 事前調査の結果 ○ ○ ○ 

二 イ 建築物等の部分における特定建築材料の種類

並びにその使用箇所及び使用面積 
― ○ ○ 

ロ 特定粉じん排出等作業の種類  ― ○ ○ 

ハ 特定粉じん排出等作業の実施の期間  ― ○ ○ 

ニ 特定粉じん排出等作業の方法  ― ○ ○ 

三 ロ 

 

特定粉じん排出等作業の方法が法第18条

の19各号に掲げる措置を当該各号に定める

方法により行うものでないときは、その理由  

― ― ○ 

四 施

行

規

則

第

16

条

の

７ 

一 事前調査を終了した年月日 ○ ○ ○ 

二 事前調査の方法 ○ ○ ○ 

三 施行規則第16条の5第二号に規定する調査を

行つたときは、当該調査を行つた者の氏名及び当

該者が同号に規定する環境大臣が定める者に該

当することを明らかにする事項 

○ ○ ○ 

五 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の

概要、配置図及び付近の状況 
― ― ○ 

四 

五 

特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定

工事の工程の概要 
― ○ ○ 

四 

五 

特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び

連絡場所 
― ○ ○ 

五 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する

場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び

連絡場所 

― ― ○ 
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2.2.6 調査結果の説明等 

大気汚染防止法 

（解体等工事に係る調査及び説明等） 

第18条の15（略） 

2 解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に

負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。 

3 解体等工事の元請業者は、環境省令で定めるところにより、第１項の規定による調査に関する記録を作成

し、当該記録及び同項に規定する書面の写しを保存しなければならない。 

4 解体等工事の自主施工者（解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。以下同じ。）は、

当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、第１項の環境省令で定める方法による調査を行

うとともに、前項の環境省令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければ

ならない。 

5 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第１項又は前項の規定による調査に係る解体等工事を施工

するときは、環境省令で定めるところにより、前２項に規定する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え

置き、かつ、当該調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の現場において公衆に見

やすいように掲示しなければならない。 

６（略） 

 

大気汚染防止法施行規則 

（解体等工事に係る調査に関する記録等） 

第16条の8 法第18条の15第3項及び第4項に規定する記録は、次に掲げる事項（解体等工事に係る建築

物等が第16条の5第一号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第一号から第五

号までに掲げる事項に限る。）について作成し、これを解体等工事が終了した日から3年間保存するものと

する。 

一 解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 解体等工事の場所 

三 解体等工事の名称及び概要 

四 前条第一号及び第二号に掲げる事項 

五 解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日（解体等工事に係る建築物等が第 16 条

の 5 第一号ロからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、これに加えて、これらの規定に

規定する建築材料を設置した年月日） 

六 解体等工事に係る建築物等の概要 

七 解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対

象となる建築物等の部分 

八 第 16 条の 5 第二号に規定する調査を行つたときは、当該調査を行つた者の氏名 

九 分析による調査を行つたときは、当該調査を行つた箇所並びに当該調査を行つた者の氏名及び所属する

機関又は法人の名称 

十 解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否か（第 16 条

の 5 第三号ただし書の規定により解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その

旨）及びその根拠 

２ 第16条の5第二号に規定する調査を行つたときは、前項の記録を、前項第八号に規定する者が第16条の

5第二号に規定する環境大臣が定める者に該当することを証明する書類の写しとともに保存するものとする。 

３ 法第18条の15第3項に規定する書面の写しは、解体等工事が終了した日から3年間保存するものとする。 
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（解体等工事に係る掲示の方法） 

第16条の9 法第18条の15第5項の規定による掲示は、長さ42.0センチメートル、幅29.7センチメートル以上

又は長さ29.7センチメートル、幅42.0センチメートル以上の掲示板を設けることにより行うものとする。 

 

（解体等工事に係る掲示の事項） 

第16条の10 法第18条の15第5項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者

の氏名 

二 第 16 条の 7 第一号及び第二号に掲げる事項 

三 解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分におけ

る特定建築材料の種類 

【解説】 

（1）解体等工事に係る調査への協力 

特定工事に該当するか否かの調査の実施に当たっては、解体等工事の発注者の意向が大きく作用する。この

ため、当該調査が適切に実施されるよう、解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う当該調

査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力し

なければならない。 

（2）事前調査に関する記録 

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査に関する記録を作成し、解体等工事が終了した日か

ら３年間保存しなければならない。また、建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の書面に

よる調査及び現地での目視による調査を行ったとき（平成 18（2006）年９月１日以降の建築物の場合を

除く。）は、調査を行った者が調査者等に該当することを証明する書類の写しとともに当該記録を保存することと

されている。「調査を行った者が調査者等に該当することを証明する書類」とは、当該者が登録規程に基づく講習

を受講した講習実施機関から発行された講習修了証（一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録さ

れた者については、当該協会から発行された登録証）をいう。また、「事前調査に関する記録」、「調査を行った

者が調査者等に該当することを証明する書類」ともに、電磁的記録を使用して保存することができる。 

記録事項としては、表 2.2.3 のとおり。「解体等工事に係る建築物等の概要」とは、鉄筋コンクリート造、鉄骨

造、木造等の建築物等の構造、階数、延べ面積等をいう。なお、「解体等工事に係る建築物等の工事に着手

した年月日」については、工事年代によっては正確な年月日までは把握できない場合も想定されるため、平成 18

（2006）９月１日以降の建築物等かどうかであることを確認できる程度の記載があればよい。 

なお、解体等工事の自主施工者である個人（解体等工事を業として行う者を除く。）は、建築物等の改造

又は補修の作業であって、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を

施工する場合のうち、当該建設工事が特定工事であるとみなす場合には、当該工事に係る建築物等の部分の

工事着手前の写真及び作業の様子を撮影して当該写真を設計図書その他の書面とともに保存するなど簡易な

方法により事前調査に関する記録を作成・保存することができる。 
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表2.2.3 事前調査に関する記録事項 

施行規則

根拠 
記録事項 

設計図書等に記

載されている設置

年月日により明ら

かに石綿非含有と

判明した場合※１ 

左記以外の場合 

第

16

条

の

８ 

一 解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあつては、その代表者の氏名  
○ ○ 

二 解体等工事の場所 ○ ○ 

三 解体等工事の名称及び概要 ○ ○ 

四 事前調査を終了した年月日 ○ ○ 

事前調査の方法 ○ ○ 

五 解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した

年月日 
○ ○ 

建築材料を設置した年月日 ○※２ ― 

六 解体等工事に係る建築物等の概要 ― ○ 

七 解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を 

伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象となる

建築物等の部分 

― ○ 

八 第16条の5第二号に規定する調査を行つたときは、当該

調査を行つた者の氏名 
― ○ 

九 分析による調査を行つたときは、当該調査を行つた箇所並

びに当該調査を行つた者の氏名及び所属する機関又は

法人の名称 

― ○ 

十 解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料

が特定建築材料に該当するか否か（特定工事に該当す

るものとみなした場合にあつては、その旨）及びその根拠 

― ○ 

※１ 解体等工事に係る建築物等が第16条の5第一号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合 

※２ 解体等工事に係る建築物等が第16条の5第一号ロからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合

に限る。 

 

（3）解体等工事に係る掲示 

調査を行った者である解体等工事の元請業者及び自主施工者は、当該調査に係る解体等工事を施工すると

きは、掲示板を設けることにより、調査の結果、調査を行った者の氏名又は名称及び住所（法人の場合は、その

代表者の氏名も加える。）、調査を終了した年月日、調査の方法並びに解体等工事が特定工事に該当する場

合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類を、当該解体等工事

の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。 

当該掲示については、JIS Ａ列３番の用紙に相当する、長さ 42.0 センチメートル、幅 29.7 センチメートル以

上又は長さ 29.7 センチメートル、幅 42.0 センチメートル以上の掲示板を設けることとされている。ただし、具体的

な様式を定めておらず、他法令等に基づく掲示に追記する形式で表示しても差し支えない。また、他法令等に基

づく掲示の内容と重複する事項を表示する必要はない。掲示板による掲示のほか、デジタルサイネージ等の電子情

報処理組織を使用する等の方法があり、インターネットによる掲示の内容の公開も推奨される。  
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2.2.7 事前調査結果の都道府県等への報告 

大気汚染防止法 

（解体等工事に係る調査及び説明等） 

第18条の15（略） 

6 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第１項又は第４項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、

環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。 

 

（罰則） 

第35条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処す

る。 

一～三（略） 

四 第 18 条の 15 第 6 項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

五 （略） 

 

大気汚染防止法施行規則 

（解体等工事に係る調査の結果の報告） 

第16条の11 法第18条の15第6項の規定による報告は、次のいずれかに掲げる解体等工事に係る事前調査に

ついて行うものとする。 

一 建築物を解体する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の対象となる床面積の合計が 80 平方メートル

以上であるもの 

二 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金（解体等工事の自

主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相

当額。次号及び次項第五号において同じ。）の合計額が 100 万円以上であるもの 

三 工作物（第 16 条の 5 第二号の環境大臣が定める工作物に限る。）を解体し、改造し、又は補修する作

業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金の合計額が 100 万円以上であるもの 

２ 法第18条の15第6項の規定による報告は、次に掲げる事項（解体等工事に係る建築物等が第16条の5第

一号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第一号から第四号までに掲げる事項

（第16条の7第三号並びに第16条の8第1項第六号及び第九号に掲げる事項を除く。）に限る。）につい

て行うものとする。 

一 解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ

の代表者の氏名 

二 第 16 条の 7 第一号及び第三号並びに第 16 条の 8 第 1 項第二号、第三号、第五号、第六号及び第

九号に掲げる事項 

三 解体等工事の実施の期間 

四 解体等工事が前項第一号に掲げる建設工事に該当するときは、同号に規定する作業の対象となる床面積

の合計 

五 解体等工事が前項第二号又は第三号に掲げる建設工事に該当するときは、これらの規定に規定する作業

の請負代金の合計額 

六 解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料の種類 

七 前号に規定する建築材料が特定建築材料に該当するか否か（第 16 条の 5 第三号ただし書の規定により

解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その旨）及び該当しないときは、その根

拠の概要 

八 解体等工事が特定工事に該当するときは、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始時期 

３ 建築物等の解体等工事を同一の者が２以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを１の契約で
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請け負つたものとみなして、第1項の規定を適用する。 

４ 法第18条の15第6項の規定による報告は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成

14年法律第151号）第6条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織（同項に規定する電子情報処理

組織をいう。以下この項において同じ。）を使用する方法により行うものとする。ただし、電子情報処理組織の

使用が困難な場合は、様式第3の4による報告書によつて行うことをもつてこれに代えることができる。 

【解説】 

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査を行ったときには、遅滞なく、当該調査の結果を都道

府県知事に報告しなければならない。また、当該報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、30 万円以下の

罰金が規定されている。「遅滞なく」とは、事前調査後に調査結果の整理など必要な作業を行った上で速やかに

報告することをいい、遅くとも解体等工事に着手する前に報告する。ただし、解体等工事に係る建築物等の構造

上、解体等工事に着手する前に目視することができない箇所があった場合、着手した後に目視が可能となった時

点で調査を行い、再度報告を行う。 

 

（1）報告の対象 

事前調査結果等の報告は、次のいずれかの解体等工事に係る事前調査について行う。 

・建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メート

ル以上であるもの 

・建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金（解体等工事の

自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代

金相当額。以下同じ。）の合計が100万円以上であるもの 

・工作物（特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。）を

解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計が100万円

以上であるもの 

「請負代金の合計」とは、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含まないが、

消費税を含む額とする。「特定建築材料が使用されているおそれの大きいものとして環境大臣が定める」工作物と

は、特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物（令和２年環境省告

示第 77 号、令和 5 年 6 月 23 日一部改正）に規定するものをいう。 

なお、以下の工作物については、それぞれ以下のとおりとされている。 

・配管設備（第四号関係） 

配管設備には、農業用パイプラインを含み、水道管は含まないこと。 

・送電設備（第十一号関係） 

送電設備のケーブルは、延焼防止用の塗料やシール材に石綿等が使用されていたという報告があるた

め、対象に含めていること。 

・トンネルの天井板（第十二号関係） 

トンネルには鉄道施設（鉄道事業法（昭和 61 年法律第 92 号）第８条第１項に規定する鉄道施設

をいい、軌道法（大正 10 年法律第 76 号）による軌道施設を含む。）は含まないこと。 

また、建築物等の解体等工事を同一の者が２以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを１の契

約で請け負ったものとみなす。建築物内部に工作物が設置されている場合など建築物と工作物が混在するものの

解体等工事について、建築物と工作物にそれぞれ分割して請け負う場合にも、同様に１の契約で請け負ったもの

とみなす。この場合においては、建築物の解体工事に係る部分の床面積の合計が 80 平方メートル以上又は工

事全体の請負金額の額が 100 万円以上である場合に１件の建築物等の解体等工事として報告を行う。 

なお、工作物の中には、数年ごとなど定期的に同一の部分について修理等の改修を行うものがあるが、平成

18（2006）年９月１日以降に設置の工事に着手した工作物の改造又は補修作業を伴う建設工事について

は、特定工事に該当しないことが明らかであるにもかかわらず、定期的な改修の度ごとに事前調査の結果の報告
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を求めることは合理的でないことから、平成 18（2006）年９月１日以降に設置の工事に着手した工作物につ

いて、同一の部分を定期的に改造又は補修する場合は、当該改修又は補修作業を伴う建設工事について一

度報告を行えば、同一部分の工事については、その後の報告は要しない。 

（2）報告の事項 

報告の事項としては、下表のとおり。なお、事前調査の段階では調査が困難な箇所があった場合には、当該箇

所とともにその理由をあわせて報告することが望ましい。 

 

表2.2.4 事前調査結果の報告事項 

施行規則の根拠 報告事項 

設計図書等 

に記載されてい

る設置年月日

により明らかに

石綿非含有と

判明した 

場合※１ 

左記以外の 

場合 

第

16

条

の

11

第

２

項 

一 解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者

の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その

代表者の氏名 
○ ○ 

二 第

16

条
の
７ 

一 事前調査を終了した年月日 ○ ○ 

三 第16条の5第二号に規定する調査を行つたときは、当

該調査を行つた者の氏名及び当該者が同号に規定す

る環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事

項 

― ○ 

第

16

条
の
８
第
１
項 

二 解体等工事の場所 ○ ○ 

三 解体等工事の名称及び概要 ○ ○ 

五 解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した

年月日 
○ 

 
○ 

建築材料を設置した年月日   ○※２ ― 

六 解体等工事に係る建築物等の概要 ― ○ 

九 分析による調査を行つたときは、当該調査を行つた箇所

並びに当該調査を行つた者の氏名及び所属する機関

又は法人の名称 
― ○ 

三 解体等工事の実施の期間 ○ ○ 

四 建築物を解体する作業を伴う建設工事に該当するとき

は、作業の対象となる床面積の合計 ○ ○ 

五 建築物を改造・補修する作業を伴う建設工事又は特

定の工作物を解体し、改造・補修する作業を伴う建

設工事に該当するときは、作業の請負代金の合計

額 

― ○ 

六 解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料

の種類 ― ○ 

七 解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料

が特定建築材料に該当するか否か（特定工事に該当

するものとみなした場合にあつては、その旨）及び該当し

ないときは、その根拠の概要 

― ○ 

八 解体等工事が特定工事に該当するときは、当該特定

工事における特定粉じん排出等作業の開始時期 〇 〇 

※１ 解体等工事に係る建築物等が第16条の5第二号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合 

※２ 解体等工事に係る建築物等が第16条の5第一号ロからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合に限る 
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（3）報告の方法 

国が新たに整備する電子システムを通じて、報告を行う。ただし、情報通信機器を保有していないことや天

災などにより電子システムの使用が困難な場合は、新様式第３の４による報告書によって行うこともできること

とされている。当該電子システムは、石綿則第４条の２の規定による報告と共通のシステムであり、当該報告

は、大防法に基づく報告と併せて行う。 

 

2.2.8 発注者の配慮等 

大気汚染防止法 

（特定工事の発注者等の配慮等） 

第18条の16 特定工事の発注者は、当該特定工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該

特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配

慮しなければならない。 

２ 前項の規定は、特定工事の元請業者が当該特定工事の全部又は一部（特定粉じん排出等作業を伴うも

のに限る。以下この条において同じ。）を他の者に請け負わせるとき及び当該特定工事の全部又は一部を請

け負つた他の者（その請け負つた特定工事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該他の者の請負

契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「下請負人」という。）が当該特定工事

の全部又は一部を更に他の者に請け負わせるときについて準用する。 

３ 特定工事の元請業者又は下請負人は、その請け負つた特定工事の全部又は一部について他の者に請け負

わせるときは、当該他の者に対し、その請負に係る特定工事における特定粉じん排出等作業の方法その他環

境省令で定める事項を説明しなければならない。 

 

（下請負人に対する元請業者の指導） 

第18条の22 特定工事の元請業者は、各下請負人が当該特定工事における特定粉じん排出等作業を適切に

行うよう、当該特定工事における各下請負人の施工の分担関係に応じて、各下請負人の指導に努めなけれ

ばならない。 

 

大気汚染防止法施行規則 

（下請負人に対する説明の事項） 

第16条の12 法第18条の16第3項に規定する環境省令で定める事項は、第10条の4第2項第二号及び第16

条の4第一号ハからホまでに掲げる事項とする。 

【解説】 

（1）発注者等の配慮 

工事の作業内容は、発注者からの発注に左右されるところが大きい。しかしながら、発注者に作業基準の遵守

義務が課されるわけではないため、発注者が作業基準を無視した発注を行った場合には、元請業者は法律と発

注の内容との間の板挟みになる可能性がある。 

したがって、発注者には、作業が適切に遂行されるよう、発注に当たっては、除去等の方法を決定するための事

前調査を含めた作業全般について、施工方法、工期、費用の面等で適切な配慮を行うことが求められる。 

また、特定工事が数次の請負契約によって行われるときも、その全ての下請負人が適切に作業基準を遵守でき

るようにするため、特定工事の元請業者が特定工事の全部又は一部（特定粉じん排出等作業を伴うものに限

る。）を他の者に請け負わせるとき及び当該特定工事の全部又は一部を請け負った他の者（その請け負った特

定工事が数次の請負契約によって行われるときは、当該他の者の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者

である請負人を含む。）が当該特定工事の全部又は一部を更に他の者に請け負わせるときについて準用する。 

なお、安衛法においても、労働者の安全と健康保護の確保の観点から、注文者の配慮義務が規定されている
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（同法第３条第３項）。 

（2）下請負人に対する説明 

特定工事の元請業者又は下請負人は、その請け負った特定工事の全部又は一部について他の者に請け負わ

せるときは、当該他の者に対し、その請負に係る特定工事における下表の事項を説明しなければならない。 

「他の者に請け負わせるとき」とは、他の者と特定工事の全部又は一部について下請契約を締結する時点をい

い、当該他の者が法に基づく義務を遵守する必要があることを理解した上で契約を締結する。また、「説明」の形

式は特定されておらず、口頭によって行うことも文書によって行うこともできるが、請負契約の書面に記載するなど文

書によって説明することが望ましい。 

 

表2.2.5 下請負人に対する説明事項 

施行規則の根拠 説明事項 

第10条の4第２項 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 

第16条の4第一号 ハ 特定粉じん排出等作業の種類 

ニ 特定粉じん排出等作業の実施の期間 

ホ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特

定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積  

 

（3）下請負人に対する元請業者の指導 

特定工事の元請業者は工事全体の統括管理の責任を負っており、下請負人が作業基準を遵守して特定粉じ

ん排出等作業を適切に行うためには、元請業者による指導監督が適切に行われることが重要である。そのため、特

定工事の元請業者は、当該特定工事が数次の請負契約によって行われる場合はそのいずれの請負契約の下請

負人に対しても、各下請負人の施工の分担関係に応じて、各下請負人の指導に努めなければならない。 

 

2.2.9 作業の実施の届出 

大気汚染防止法 

（特定粉じん排出等作業の実施の届出） 

第18条の17 特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政

令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの（以下この条及び第18条の19において「届出対象

特定工事」という。）の発注者又は自主施工者（次項に規定するものを除く。）は、当該特定粉じん排出

等作業の開始の日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届

け出なければならない。 

一 当該届出対象特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人

にあつては、その代表者の氏名 

二 当該届出対象特定工事の場所 

三 当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における当該政令で定める特定建築材料の種

類並びにその使用箇所及び使用面積 

四 当該届出対象特定工事に係る第 18 条の 15 第 1 項第二号ロからニまで及び第三号ロに掲げる事項 

２ 災害その他非常の事態の発生により前項に規定する特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合に

おける当該特定粉じん排出等作業を伴う届出対象特定工事の発注者又は自主施工者は、速やかに、同項

各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 前2項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の環境省

令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 
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（罰則） 

第34条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3月以下の懲役又は30万

円以下の罰金に処する。 

一 第 6 条第 1 項、第 8 条第 1 項、第 17 条の 5 第 1 項、第 17 条の 7 第 1 項、第 18 条の 6 第 1 項若

しくは第 3 項、第 18 条の 17 第 1 項、第 18 条の 28 第 1 項又は第 18 条の 30 第 1 項の規定による届

出をせず、又は虚偽の届出をしたとき 

二～三（略） 

 

第37条 第11条若しくは第12条第3項（これらの規定を第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条

の36第2項において準用する場合を含む。）又は第18条の17第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の

届出をした者は、10万円以下の過料に処する。 

 

大気汚染防止法施行令 

（特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料） 

第10条の2 法第18条の17第1項の政令で定める特定建築材料は、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱

材、保温材及び耐火被覆材とする。 

 

大気汚染防止法施行規則 

（特定粉じん排出等作業の実施の届出） 

第10条の4 法第18条の17第1項及び第2項の規定による届出は、様式第3の5による届出書によつてしなけれ

ばならない。 

２ 法第18条の17第3項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 

二 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 

三 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 

四 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 

 

（届出書の提出部数等） 

第13条 法の規定による届出は、届出書の正本にその写し1通を添えてしなければならない。 

（中略） 

4 2以上の特定粉じん排出等作業についての法の規定による届出は、当該2以上の特定粉じん排出等作業が同

一の建築物等について行われる場合又は当該2以上の特定粉じん排出等作業が同一の工場若しくは事業場

において行われる場合に限り、1の届出書によつて届出をすることができる。 

【解説】 

届出対象特定工事（吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材に係る特定粉じん

排出等作業を伴うもの）の発注者又は自主施工者に対し、その作業の内容が作業基準に適合するものであるか

否かを審査するため、あらかじめ必要事項を都道府県知事に届け出させるものである。これにより、行政庁は特定

粉じん排出等作業の行われる場所その他の必要な情報を把握するとともに、作業内容を審査し、特定粉じん排

出等作業による大気汚染の防止を図ることとなる。「特定粉じん排出等作業の開始の日」とは、除去等に係る一

連の作業の開始日であり、工事そのものの開始日ではない。具体的には、除去に先立ち作業区画の隔離、集じ

ん・排気装置の設置等の飛散防止のための作業を開始する日を指す。また、囲い込み、封じ込め作業にあっては、

特定建築材料を囲い込み又は封じ込める作業の開始の日がこれにあたる。 

施行規則第 10 条の 4 第 2 項並びに様式第 3 の５及びその別紙に規定する届出書に添付すべき書類につ

いては安衛法に基づく労働基準監督署長への届出書に添付される書類と概ね同一である場合は、労働基準監
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督署長への添付書類を届出書に添付して差し支えない。また、2 以上の特定粉じん排出等作業が同一の建築

物等について行われる場合も、1 の届出書の正本にその写し一通を添えて届け出ることができる。例えば、同一敷

地内のアパート等複数の建築物又は工作物を短期間に一斉に解体等作業を行う場合に、同一の事業場として

1 の届出書で足りることがある。 

また、届出者が法人である場合、届出名義は必ずしも本社の代表者である必要はなく、代表者の委任状を添

付すること等により、事業所の長等の責任を担うことができる者が行って差し支えない。 

さらに、届出者の代理の者が届出書類の提出手続を行うことは差し支えない。 

なお、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材（吹付け石綿を除く。）が使用されている建築物等

を囲い込み、又は封じ込めにより、改造、又は補修する場合には、特定粉じん排出等作業の届出が必要であるが、

安衛法に基づく労働基準監督署長への届出書は不要の場合がある。しかしながらこの場合においても、安衛法に

基づく措置は必要である。 

 

表2.2.6 作業の実施の届出事項 

法の根拠 届出事項 

第

18

条 

の 

17 

一 当該届出対象特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 当該届出対象特定工事の場所 

三 当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特

定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積 

四 第18条 

の15第１

項第二号 

ロ 特定粉じん排出等作業の種類  

ハ 特定粉じん排出等作業の実施の期間  

ニ 特定粉じん排出等作業の方法  

第18条 

の15第１

項第三号 

ロ 特定粉じん排出等作業の方法が第18条の19各号に掲げる措置を当

該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由 

届出添付書類： 
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 
特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 
特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 
下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 

 

2.2.10 計画変更命令 

大気汚染防止法 

（計画変更命令） 

第18条の18 都道府県知事は、前条第1項の規定による届出（第18条の15第1項第三号ロに掲げる事項を

含むものに限る。）があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、次条ただし書に

規定する場合に該当しないと認めるときは、その届出を受理した日から14日以内に、その届出をした者に対

し、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、同条各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により

行うことを命ずるものとする。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する場合のほか、前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届

出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から

14日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の

変更を命ずることができる。 
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（罰則） 

第33条の2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50

万円以下の罰金に処する。 

一 （略） 

二 第 17 条第 3 項、第 18 条の 4、第 18 条の 18、第 18 条の 21 又は第 23 条第 2 項の規定による命令

に違反したとき 

     【解説】 

法第 18 条の 17 第 1 項の規定による届出に係る特定粉じん排出等作業が作業基準に適合しない場合の都

道府県知事の計画変更命令について規定されているものである。当該届出がされた時点で、その内容が作業基

準に適合しているどうかを行政庁が確認できるものであり、基準に適合していないと認められる場合には、あらかじめ

作業を開始する前に計画の変更を命じ、適正な作業を行わせることができるものである。 

ただし、令和２（2020）年に直接罰が創設されたことに伴い、建築物等が倒壊するおそれがあるとき等除去

等の措置の対象とならない場合に該当するか否かを作業開始前に都道府県等が判断することとされており、都道

府県等が該当しないと認めるときは、命令を行うこととされている。 

なお、災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合には、適用さ

れない。 

 

2.2.11 除去等の方法及び作業基準の遵守義務並びに適合命令等 

大気汚染防止法 

（特定建築材料の除去等の方法） 

第18条の19 届出対象特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該届出対象特定工

事における第18条の17第1項の政令で定める特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業について、次

の各号のいずれかに掲げる措置（第二号に掲げる措置にあつては、建築物等を改造し、又は補修する場

合に限る。以下この条において同じ。）を当該各号に定める方法により行わなければならない。ただし、建築

物等が倒壊するおそれがあるときその他次の各号のいずれかに掲げる措置を当該各号に定める方法により

行うことが技術上著しく困難な場合は、この限りでない。 

一 当該特定建築材料の建築物等からの除去 次に掲げる方法 

イ 当該特定建築材料をかき落とし、切断し、又は破砕することなくそのまま建築物等から取り外す方法 

ロ 当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所において

環境省令で定める集じん・排気装置を使用する方法 

ハ ロに準ずるものとして環境省令で定める方法 

二 当該特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための処理 当該特定建築材料を被覆し、又は当

該特定建築材料に添加された特定粉じんに該当する物質を当該特定建築材料に固着する方法であつて環

境省令で定めるもの 

 

（作業基準の遵守義務） 

第18条の20 特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん

排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない。 

 

（作業基準適合命令等） 

第18条の21 都道府県知事は、特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者が当該特定工事にお

ける特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて

当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一

時停止を命ずることができる。 



43 

（罰則） 

第33条の2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50

万円以下の罰金に処する。 

一 （略） 

二 第 17 条第 3 項、第 18 条の 4、第 18 条の 18、第 18 条の 21 又は第 23 条第 2 項の規定による命令

に違反したとき 

第34条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3月以下の懲役又は30万円以

下の罰金に処する。 

一～二 （略） 

三 第 18 条の 19 の規定に違反したとき 

 

大気汚染防止法施行規則 

（集じん・排気装置） 

第16条の13 法第18条の19第一号ロの環境省令で定める集じん・排気装置は、日本産業規格 Z 8122に定

めるHEPAフィルタを付けたものとする。 

 

（隔離等の方法に準ずる方法） 

第16条の14 法第18条の19第一号ハの環境省令で定める方法は、同号ロに規定する方法と同等以上の効果

を有する方法とする。 

 

（被覆又は固着の方法） 

第16条の15 法第18条の19第二号の環境省令で定める方法は、特定建築材料の囲い込み又は封じ込め

（以下「囲い込み等」という。）を行う方法とする。ただし、吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿を含有する断

熱材、保温材及び耐火被覆材（吹付け石綿を除く。以下「石綿含有断熱材等」という。）の囲い込み等

（これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。）を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合

は、当該特定建築材料の囲い込み等を行う場所を他の場所から隔離し、囲い込み等を行う間、当該隔離し

た場所において、第16条の13に規定する集じん・排気装置を使用する方法とする。 

【解説】 

当該届出対象特定工事における吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る特定粉じん排出等作業につい

て行わなければならない措置及び方法は、違反した場合に多量の石綿を飛散させるおそれのあるものを規定した

ものであり、当該特定建築材料の除去等の作業のより詳細な方法は、作業基準において規定されている。これら

は一部重複しているが、これらが遵守されていないと認められる場合に必ず法第 18 条の 19 の義務違反として対

処することが求められるものではなく、従来どおり、都道府県知事は、特定工事の元請業者若しくは下請負人又

は自主施工者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業において作業基準を遵守していないと認めるとき

は、法第 18 条の 21 に基づき作業基準適合命令又は作業の一時停止命令を行うこともできる。 

 

（1）特定建築材料の除去 

吹付け石綿及び石綿含有断熱材等の建築物等からの除去の措置については、次の３つの方法により行う。 

① 当該特定建築材料をかき落とし、切断し、又は破砕することなくそのまま建築物等から取り外す方法  

② 当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所に

おいてJIS Z 8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用する方法 

「除去を行う場所を他の場所から隔離」とは、除去を行う場所の出入口に前室を設置することにより、

作業員の出入りの際にも隔離を維持できるようにすることを含む。また、「集じん・排気装置を使用す

る」とは、正常に稼働する集じん・排気装置を使用することをいう。 
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③ ②の方法と同等以上の効果を有する方法 

該当する方法として、例えば、配管に使用された保温材を除去する際に、当該作業箇所を局所的に隔

離するために袋状の用具（いわゆるグローブバッグ）を使用して密封状態を保ったまま保温材を除去する

方法がある。 

（2）特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための処理 

建築物等を改造し、又は補修する場合において、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を建築物等から除去

しない場合の措置として、当該特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための処理を行い、当該措置

は、当該特定建築材料を被覆し、又は当該特定建築材料に添加された石綿を当該特定建築材料に固着する

方法として、囲い込み等で行う。ただし、吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲い込み等（こ

れらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。）を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、作

業時に石綿が飛散するおそれが大きいため、当該特定建築材料の囲い込み等を行う場所を他の場所から隔離

し、囲い込み等を行う間、当該隔離した場所において、JIS Z 8122 に定める HEPA フィルタを付けた集じん・排

気装置を使用する。 

（3）特定建築材料の除去等の方法が技術上著しく困難な場合 

建築物等が倒壊するおそれがあるときその他法第 18 条の 19 各号のいずれかに掲げる措置を当該各号に定

める方法により行うことが技術上著しく困難な場合は、当該措置を当該方法により行うことを要しない。「技術上

著しく困難な場合」とは、災害等による損壊により、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する場合、

物理的に特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離することや、隔離した場所において集じん・排気

装置を使用することが困難な場合等をいう。 

 

2.2.12 作業の結果の報告等 

大気汚染防止法 

（特定粉じん排出等作業の結果の報告等） 

第18条の23 特定工事の元請業者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、環境

省令で定めるところにより、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告するとともに、当該特定

粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを保存しなければならない。 

２ 特定工事の自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、環境省令で

定めるところにより、当該特定工事における特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、これを保存しなけ

ればならない。 

 

大気汚染防止法施行規則 

（特定粉じん排出等作業の結果の報告等） 

第16条の16 法第18条の23第1項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 

一 特定粉じん排出等作業が完了した年月日 

二 特定粉じん排出等作業の実施状況の概要 

三 第 16 条の 4 第五号に規定する確認を行つた者の氏名及び当該者が当該確認を適切に行うために必要な

知識を有する者に該当することを明らかにする事項 

２ 法第18条の23第1項に規定する記録は、次の各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日か

ら3年間、これを同項に規定する書面の写し及び第16条の4第五号に規定する確認を行つた者が当該確認

を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写しとともに保存するものとする。 

一 第 10 条の 4 第 2 項第三号及び第四号並びに第 16 条の 4 第一号イからハまでに掲げる事項 

二 特定粉じん排出等作業を実施した期間 

三 特定粉じん排出等作業の実施状況（次に掲げる事項を含む。） 
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イ 第16条の4第五号に規定する確認をした年月日、確認の結果（確認の結果に基づいて特定建築材料

の除去等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。）及び確認を行つた者の氏名 

ロ 別表第7の一の項中欄に掲げる作業並びに同表の六の項下欄イ及びハの作業を行つたときは、同表の一

の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果（確認の結果に基づ

いて補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。）及び確認を行つた者の氏名 

 

（特定粉じん排出等作業に関する記録） 

第16条の17 法第18条の23第2項に規定する記録は、前条第2項各号に掲げる事項について作成し、特定工

事が終了した日から3年間、これを第16条の4第五号に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うた

めに必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し（同号ただし書の規定により、解体等工事

の自主施工者である個人が自ら当該確認を行つた場合を除く。）とともに保存するものとする。 

【解説】 

（1）特定工事の元請業者による特定粉じん排出等作業の結果の報告 

特定工事の発注者への報告は、特定粉じん排出等作業が完了した時点（解体等工事に係る建築物等の

特定建築材料が使用されている部分の解体、改造又は補修作業が完了した時点）で遅滞なく行うこととされて

おり、特定粉じん排出等作業が完了する時点と工事全体が完了する時点が異なる場合には、工事全体が完了

する前であっても報告する。また、電磁的方法により書面を発行して報告を行うことができる。 

報告事項は、特定粉じん排出等作業が完了した年月日、特定粉じん排出等作業の実施状況の概要並びに

特定建築材料の除去又は囲い込み等の完了の確認を行った者の氏名及び当該者が当該確認を適切に行うた

めに必要な知識を有する者に該当することを明らかにする事項とした。「特定粉じん排出等作業の実施状況」とは、

法第 18 条の 15 第１項に基づき説明したとおりに法第 18 条の 19 及び作業基準を遵守して特定粉じん排出

等作業を完了したか否か、説明と異なる対応を行った場合や異常が発生した場合はその内容等をいい、作業基

準の各規定に対応した当該作業の実施状況をそれぞれ詳細に説明することまでは要しないが、必要に応じて作

業の実施状況を確認できる写真等を用いて報告することが望ましい。「確認を適切に行うために必要な知識を有

する者に該当することを明らかにする事項」とは、確認を行った者が登録規程に基づく講習又は安衛法に基づく石

綿作業主任者技能講習を受講した講習実施機関の名称（一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登

録された者については、その旨）をいう。 

当該事項を記載した報告の書面は、特定工事が終了した日から３年間保存する。また、電磁的記録を使用

して保存することができる。 

（2）特定工事の元請業者による特定粉じん排出等作業に関する記録の作成・保存 

特定粉じん排出等作業に関する記録は、特定工事が終了した日から３年間、特定建築材料の除去又は囲

い込み等の完了の確認を行った者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明

する書類の写しとともに、保存する。「確認を行った者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該

当することを証明する書類」とは、当該者が登録規程に基づく講習又は石綿作業主任者技能講習を受講した講

習実施機関から発行された講習修了証（一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者につい

ては、当該協会から発行された登録証）をいう。また、電磁的記録を使用して保存することができる。 

記録事項としては、表 2.2.7 のとおり。「特定粉じん排出等作業の実施状況」には、作業基準に定める、集じ

ん・排気装置の正常な稼働、負圧の状況、除去又は囲い込み等の完了及び隔離解除前の大気中への特定粉

じんの排出等のおそれがないことの確認の結果等も含まれ、作業基準の各規定に対応した当該作業の実施状

況がそれぞれ確認できるよう、写真、動画等を使用して記録を作成する。また、作業の途中で作業の計画に変更

が生じた場合は、当該変更の内容を記録する。なお、届出対象特定工事において、届け出た事項に変更が生じ

た場合は、これを記録するだけでなく、届出先の都道府県等に情報共有することが望ましい。 

下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合、特定工事の元請業者は、下請負人が当該特定工事



46 

の施工の分担関係に応じて作成した特定粉じん排出等作業の記録をとりまとめて法第 18 条の 23 第１項に規

定する記録を作成し保存する。 

 

表2.2.7 特定粉じん排出等作業に関する記録事項 

施行規則の根拠 記録事項 

第

16

条

の

16

第

２

項 

一 第10条

の４第

２項 

三 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 

四 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現

場責任者の氏名及び連絡場所 

第16条

の４第

一号 

イ 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その

代表者の氏名 

ロ 特定工事の場所 

ハ 特定粉じん排出等作業の種類 

二 特定粉じん排出等作業を実施した期間 

三 特定粉じん排出等作業の実施状況 

 イ 除去又は囲い込み等の完了の確認をした年月日、確認の結果及び確

認を行つた者の氏名 

ロ 別表第7の一の項中欄に掲げる作業並びに同表の六の項下欄イ及びハ

の作業を行つたときは、同表の一の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確

認をした年月日、確認の方法、確認の結果及び確認を行つた者の氏名  

 

（3）特定工事の自主施工者による特定粉じん排出等作業に関する記録の作成・保存 

特定工事の自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、当該特定工

事における特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 

記録事項は、特定工事の元請業者による特定粉じん排出等作業に関する記録と同一のものとし、記録の保

存についても同様に、特定工事が終了した日から３年間、特定建築材料の除去又は囲い込み等の完了の確認

を行った者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写しとともに

保存する。 

なお、解体等工事の自主施工者である個人（解体等工事を業として行う者を除く。）は、建築物の改造又

は補修の作業であって、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施

工する場合のうち、当該建設工事が特定工事であるとみなす場合には、当該作業の様子を撮影して当該写真

を設計図書その他の書面とともに保存するなど簡易な方法により特定工事における特定粉じん排出等作業に関

する記録を作成・保存することができる。 

 

2.2.13 報告及び検査 

大気汚染防止法 

（報告及び検査） 

第26条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ば

い煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物

排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者、特定粉じん排出者、解体等工事の発

注者、元請業者、自主施工者若しくは下請負人若しくは水銀排出施設を設置している者に対し、ばい煙発

生施設の状況、特定施設の事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生施設の状

況、特定粉じん発生施設の状況、解体等工事に係る建築物等の状況、特定粉じん排出等作業の状況、

水銀排出施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設を設置している
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者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一

般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若しくは事業場、解体等工事に係る

建築物等、解体等工事の現場、解体等工事の元請業者、自主施工者若しくは下請負人の営業所、事務

所その他の事業場若しくは水銀排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、ばい煙発生

施設、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発

生施設、解体等工事に係る建築物等、水銀排出施設その他の物件を検査させることができる。 

2 前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気の汚染により人の健康又

は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。 

3 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならな

い。 

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

（罰則） 

第35条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処す

る。 

一～四 （略） 

五 第 26 条第 1 項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避したとき 

 

大気汚染防止法施行令 

（報告及び検査） 

第12条第7項 環境大臣又は都道府県知事は、法第26条第1項の規定により、解体等工事の発注者に対し、

法第18条の15第1項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等（同項第二号から第四号まで

に掲げる事項をいう。次項において同じ。）及び特定粉じん排出等作業の結果について報告を求めることがで

きる。 

第12条第8項 環境大臣又は都道府県知事は、法第26条第1項の規定により、解体等工事の元請業者に対

し法第18条の15第1項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん排出等作業

の結果について、自主施工者に対し同条第４項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等及び

特定粉じん排出等作業の結果について、下請負人に対し特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん

排出等作業の結果（当該解体等工事における施工の分担関係に応じた範囲に限る。）について、それぞれ

報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る建築物等、解体等工事の現場若しくは解体等工事の元

請業者、自主施工者若しくは下請負人の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、解体等工事に係る

建築物等、解体等工事により生じた廃棄物その他の物、関係帳簿書類並びに特定粉じん排出等作業に使

用される機械器具及び資材（特定粉じんの排出又は飛散を抑制するためのものを含む。）を検査させること

ができる。 

【解説】 

行政庁は、作業基準の遵守状況等について把握するため、工事の発注者、元請業者、自主施工者、下

請負人に対し解体等工事に係る建築物等の状況等の報告を求め、解体等工事の施工に着手する前の建築

物等、解体等工事の現場、営業所、事務所その他の事業場へ立入検査を行うことができる。 

 

2.2.14 その他 

大気汚染防止法 

（国の施策） 

第18条の24 国は、建築物等に特定建築材料が使用されているか否かを把握するために必要な情報の収集、
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整理及び提供その他の特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散の抑制に関する施策の実施に努めな

ければならない。 

 

（地方公共団体の施策） 

第18条の25 地方公共団体は、建築物等の所有者、管理者又は占有者に対し、特定建築材料及び建築物

等に特定建築材料が使用されているか否かの把握に関する知識の普及を図るよう努めるとともに、国の施策と

相まつて、当該地域の実情に応じ、特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散を抑制するよう必要な措

置を講ずることに努めなければならない。 

 

（政令で定める市の長による事務の処理） 

第31条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で

定める市（特別区を含む。以下同じ。）の長が行うこととすることができる。 

2 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通

知しなければならない。 

 

大気汚染防止法施行令 

（政令で定める市の長による事務の処理） 

第13条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及

び水銀等の排出の規制に係る次に掲げる事務（工場に係る事務を除く。）、法第17条第2項の規定による

通報の受理に関する事務、同条第3項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第26条第1項の

規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第20条の規定による測定に関する事務、法第21

条第1項の規定による要請及び同条第3項の規定による意見を述べることに関する事務、法第22条第1項

の規定による常時監視及び同条第2項の規定による報告に関する事務並びに法第24条第1項の規定によ

る公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市、所沢市、市川市、松戸市、市原市、平塚市、藤沢

市、四日市市、加古川市及び大牟田市の長（以下「政令市の長」という。）が行うこととする。この場合にお

いては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に

関する規定として政令市の長に適用があるものとする。 

一 法第 6 条第 1 項、第 7 条第 1 項、第 8 条第 1 項、第 11 条（法第 18 条の 13 第 2 項及び第 18 条

の 36 第 2 項において準用する場合を含む。）、第 12 条第 3 項（法第 18 条の 13 第 2 項及び第 18

条の 36 第 2 項において準用する場合を含む。）、第 18 条第 1 項及び第 3 項、第 18 条の 2 第 1 項、

第 18 条の 6 第 1 項及び第 3 項、第 18 条の 7 第 1 項、第 18 条の 17 第 1 項及び第 2 項、第 18 条

の 28 第 1 項、第 18 条の 29 第 1 項並びに第 18 条の 30 第 1 項の規定による届出の受理に関する事

務 

二 法第 9 条、第 9 条の 2、第 14 条第 1 項及び第 3 項、第 15 条第 2 項、第 15 条の 2 第 2 項、第 18

条の 4、第 18 条の 8、第 18 条の 11、第 18 条の 18、第 18 条の 21、第 18 条の 31 並びに第 18 条

の 34 第 2 項の規定による命令に関する事務 

三、四 （略） 

五 法第 18 条の 15 第 6 項の規定による報告の受理に関する事務 

六 法第 26 条第 1 項の規定による報告の徴収及び立入検査（法第 23 条第 2 項の規定による権限の行使

に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。）に関する事務 

七～八 （略） 

十 法第 28 条第 2 項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務 

２ 前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制、粉

じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る前項各号に掲げる事務であつて工場に係るもの並びに揮
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発性有機化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の19第1項の指定都市（北九州市を除く。）の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長（以下

この項において「指定都市の長等」という。）が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項

前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市

の長等に適用があるものとする。 

一～三（略） 

四 法第 26 条第 1 項の規定による報告の徴収及び立入検査（法第 23 条第 2 項の規定による権限の行使

に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。）に関する事務 

五～七（略） 

八 法第 28 条第 2 項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務 

３ 前項に規定する事務並びに法第23条第1項及び第2項の規定による措置に関する事務並びに同項の規定

による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第26条第1項の規定による報告の徴収及び立入

検査に関する事務は、北九州市の長が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に

規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、北九州市の長に関する規定として北九州市の長に適

用があるものとする。 

【解説】 

（1）国の施策及び地方公共団体の施策 

国は、建築物等に特定建築材料が使用されているか否かを把握するために必要な情報の収集、整理及び提

供その他の特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。 

地方公共団体は、建築物等の所有者、管理者又は占有者に対し、特定建築材料及び建築物等に特定建

築材料が使用されているか否かの把握に関する知識の普及を図るよう努めるとともに、国の施策と相まって、当該

地域の実情に応じ、特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散を抑制するよう必要な措置を講ずることに努

めなければならない。 

（2）事務の処理 

大防法における粉じんに関する規制に係る都道府県知事の権限に属する事務である、届出の受理、各種の命

令に関する事務は、大防法上の政令市に委任されている。ただし、工場に係るもの（工場内の建築物等を含む。）

は、相当技術的な事務の含まれる場合があることから、地方公共団体の対応能力等が考慮され、地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第 1 項の指定都市の長及び同法第 252 条の 22 第 1 項の

中核市の長だけに都道府県知事の権限に属する事務が委任されている。しかし、「粉じんに関する規制に係る事

務」のうち建築物等の解体等に伴う粉じんの排出等の規制に係る事務については、いずれも「工場に係る事務」

に該当せず、同条に定める市の長が行うこととなる。 

なお、都道府県の条例により、特定粉じん排出等作業に係る届出の受理権限等が委任されている市もある。 
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2.3 労働安全衛生法及び石綿障害予防規則 
ここでは、安衛法及び石綿則のうち、建築物等の解体等工事における規定について解説する。 

令和 2（2020）年 7 月の改正については、令和２年８月４日付基発 0804 第 8 号厚生労働省労働基

準局長通知「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」及び令和２年 10 月 28 日基発

1028 第１号「石綿障害予防規則の解説について」を、令和 5（2023）年 1 月の改正については、令和 5 年

1 月 12 日付基発 0112 第 2 号厚生労働省労働基準局長通知「石綿障害予防規則の一部を改正する省令

の施行について」を、令和 5（2023）年 8 月の改正については、令和５年８月 29 日付基発 0829 第１号厚

生労働省労働基準局長通知「石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について」を参照のこと。 

 

2.3.1 目的 

労働安全衛生法 

（目的） 

第1条 この法律は、労働基準法（昭和22年法律第49号）と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基

準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な

対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促

進することを目的とする。 

 

石綿障害予防規則 

（事業者の責務） 

第1条 事業者は、石綿による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関

係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止

の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最

小限度にするよう努めなければならない。 

２ 事業者は、石綿を含有する製品の使用状況等を把握し、当該製品を計画的に石綿を含有しない製品に代

替するよう努めなければならない。 

【解説】 

安衛法は、職場における労働者の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成の促進を目的とする法律で

ある。労働災害を防止するため、作業主任者の選任や健康障害を防止するために必要な措置、計画の届出等

について規定している。 

石綿則は、石綿による健康障害予防対策の一層の推進のため、建築物等の解体等作業における石綿ばく露

防止対策等についての基準を示した厚生労働省令である。石綿による健康障害の予防については、従来、特定

化学物質等障害予防規則に定められていたが、増加する建築物等の解体等の作業における石綿による健康障

害の予防対策の推進を一層図るため、平成 17（2005）年 7 月 1 日より分離され、単独の規則として制定さ

れた。 

 

2.3.2 石綿等の定義及び石綿則の適用範囲 

石綿障害予防規則 

（定義） 

第2条 この省令において「石綿等」とは、労働安全衛生法施行令（以下「令」という。）第6条第二十三号に規

定する石綿等をいう。 

２ この省令において「石綿分析用試料等」とは、令第6条第二十三号に規定する石綿分析用試料等をいう。 

（略） 
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労働安全衛生法施行令 

第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 

一～二十二 （略） 

二十三 石綿若しくは石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物（以下「石綿等」とい

う。）を取り扱う作業（試験研究のため取り扱う作業を除く。）又は石綿等を試験研究のため製造する作業

若しくは第 16 条第 1 項第四号イからハまでに掲げる石綿で同号の厚生労働省令で定めるもの若しくはこれら

の石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物（以下「石綿分析用試料等」とい

う。）を製造する作業 

【解説】 

安衛法及び石綿則が適用される石綿等とは、「石綿若しくは石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有

する製剤その他の物」のことをいう。 

石綿則は、すべての石綿等を取り扱う作業に適用される。建築物等の解体等作業に関しては、大防法が建築

物及び工作物の解体、改造・補修について適用されるのに対し、石綿則ではこれらに加え船舶（鋼製に限る）の

解体等の作業についても適用される。 

 

2.3.3 事前調査及び分析調査 

石綿障害予防規則 

（事前調査及び分析調査） 

第3条 事業者は、建築物、工作物又は船舶（鋼製の船舶に限る。以下同じ。）の解体又は改修（封じ込め又

は囲い込みを含む。）の作業（以下「解体等の作業」という。）を行うときは、石綿による労働者の健康障害

を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶（それぞれ解体等の作業に係る部分に限る、以

下「解体等対象建築物等」という。）について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。 

２ 前項の規定による調査（以下「事前調査」という。）は、解体等対象建築物等の全ての材料について次に掲

げる方法により行わなければならない。 

一 設計図書等の文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）を確認する方法。ただし、設計図書等の文書が存

在しないときはこの限りではない。 

二 目視により確認する方法。ただし、解体等対象建築物等の構造上目視により確認することが困難な材料につ

いては、この限りではない。 

３ 前項の規定にかかわらず、解体等対象建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前調査は、それ

ぞれ当該各号に定める方法によることができる。 

一 既に前項各号に掲げる方法による調査に相当する調査が行われている解体等対象建築物等 

当該解体等対象建築物等に係る当該相当する調査の結果の記録を確認する方法 

二 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律（平成 30 年法律第 61 号）第 4 条第 1 項の有害物

質一覧表確認証書（同条第 2 項の有効期間が満了する日前のものに限る。）又は同法第 8 条の有害物

質一覧表確認証書に相当する証書（同法附則第５条第２項に規定する相当証書を含む。）の交付を受

けている船舶 

当該船舶に係る同法第２条第６項の有害物質一覧表を確認する方法 

三 建築物若しくは工作物の新築工事若しくは船舶（日本国内で製造されたものに限る。）の製造工事の着工

日又は船舶が輸入された日（第５項第四号において「着工日等」という。）が平成 18 年 9 月 1 日以降で

ある解体等対象建築物等（次号から第八号までに該当するものを除く。） 

当該着工日等を設計図書等の文書で確認する方法 

四 平成 18 年 9 月 1 日以降に新築工事が開始された非鉄金属製造業の用に供する施設の設備（配管を含

む。以下この項において同じ。）であって、平成 19 年 10 月 1 日以降にその接合部分にガスケットが設置さ
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れたもの 

当該新築工事の着工日及び当該ガスケットの設置日を設計図書等の文書で確認する方法 

五 平成 18 年 9 月 1 日以降に新築工事が開始された鉄鋼業の用に供する施設の設備であって、平成 21 年

4 月 1 日以降にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンが設置されたもの 

当該新築工事の着工日及び当該ガスケット又はグランドパッキンの設置日を設計図書等の文書で確認する方

法 

六 平成 18 年 9 月 1 日以降に製造工事が開始された潜水艦であって、平成 21 年 4 月 1 日以降にガスケッ

ト又はグランドパッキンが設置されたもの 

当該製造工事の着工日及び当該ガスケット又はグランドパッキンの設置日を設計図書等の文書で確認する方

法 

七 平成 18 年 9 月 1 日以降に新築工事が開始された化学工業の用に供する施設（次号において「化学工業

施設」という。）の設備であって、平成 23 年 3 月 1 日以降にその接合部分にグランドパッキンが設置されたも

の 

当該新築工事の着工日及び当該グランドパッキンの設置日を設計図書等の文書で確認する方法 

八 平成 18 年 9 月 1 日以降に新築工事が開始された化学工業施設の設備であって、平成 24 年 3 月 1 日

以降にその接合部分にガスケットが設置されたもの 

当該新築工事の着工日及び当該ガスケットの設置日を設計図書等の文書で確認する方法 

４ 事業者は、事前調査のうち、建築物及び船舶に係るものについては、前項各号に規定する場合を除き、適切

に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければなら

ない。 

※【編注】本条第4項は、令和５年厚生労働省令第２号により次のように改正され、令和８年１月１日から施行される。 

４ 事業者は、事前調査については、前項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有す

る者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならない。ただし、石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚

生労働大臣が定める工作物以外の工作物の解体等の作業に係る事前調査については、塗料その他の石綿等が使用されて

いるおそれがある材料の除去等の作業に係るものに限る。 

 

５ 事業者は、事前調査を行ったにもかかわらず、当該解体等対象建築物等について石綿等の使用の有無が明ら

かとならなかったときは、石綿等の使用の有無について、分析による調査（以下「分析調査」という。）を行わ

なければならない。ただし、事業者が、当該解体等対象建築物等について石綿等が使用されているものとみな

して労働安全衛生法（以下「法」という。）及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、この限りで

ない。 

６ 事業者は、分析調査については、適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚

生労働大臣が定めるものに行わせなければならない。 

７ 事業者は、事前調査又は分析調査（以下「事前調査等」という。）を行ったときは、当該事前調査等の結果

に基づき、次に掲げる事項（第3項第三号から第八号までの場合においては、第一号から第四号までに掲げ

る事項に限る。）の記録を作成し、これを事前調査を終了した日（分析調査を行った場合にあっては、解体

等の作業に係る全ての事前調査を終了した日又は分析調査を終了した日のうちいずれか遅い日）（第三号

及び次項第一号において「調査終了日」という。）から3年間保存するものとする。 

※【編注】本条第７項は、令和５年厚生労働省令第２号により次のように改正され、令和８年１月１日から施行される。 

７ 事業者は、事前調査又は分析調査（以下「事前調査等」という。）を行ったときは、当該事前調査等の結果に基づき、第

一号から第十号まで及び第十二号前段に掲げる事項（第三項第三号から第八号までの場合においては、第一号から第

四号までに掲げる事項に限る。）の記録を作成し、当該記録並びに第十一号及び第十二号後段に掲げる書類を事前調

査を終了した日（分析調査を行った場合にあっては、解体等の作業に係る全ての事前調査を終了した日又は分析調査を

終了した日のうちいずれか遅い日）（第三号及び次項第一号において「調査終了日」という。）から三年間保存するもの
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とする。 

 

一 事業者の名称、住所及び電話番号 

二 解体等の作業を行う作業場所の住所並びに工事の名称及び概要 

三 調査終了日 

四 着工日等（第３項第四号から第八号までに規定する方法により事前調査を行った場合にあっては、設計図

書等の文書で確認した着工日及び設置日） 

五 事前調査を行った建築物、工作物又は船舶の構造 

六 事前調査を行った部分（分析調査を行った場合にあっては、分析のための試料を採取した場所を含む。） 

七 事前調査の方法（分析調査を行った場合にあっては、分析調査の方法を含む。） 

八 第六号の部分における材料ごとの石綿等の使用の有無（第５項ただし書の規定により石綿等が使用されて

いるものとみなした場合は、その旨を含む。）及び石綿等が使用されていないと判断した材料にあっては、その

判断の根拠 

九 事前調査を行った者の氏名のうち、建築物に係るもの（第３項第三号に掲げる方法によるものを除く。）を

行った者（分析調査を行った場合にあっては、当該分析調査を行った者を含む。）の氏名及び第４項の厚

生労働大臣が定める者であることを証明する書類（分析調査を行った場合にあっては、前項の厚生労働大

臣が定める者であることを証明する書類を含む。）の写し 

※【編注】本条第７項第９号は、令和５年厚生労働省令第２号により次のように改正され、令和８年１月１日から施行される。 

九 事前調査を行った者の氏名 

 

十 第２項第二号ただし書に規定する材料の有無及び場所 

※【編注】次の二号が、令和５年厚生労働省令第２号により次のように追加され、令和８年１月１日から施行される。 

十一 第４項の事前調査を行った場合においては、当該事前調査を行った者が同項の厚生労働大臣が定める者であることを

証明する書類の写し 

十二 分析調査を行った場合においては、当該分析調査を行った者の氏名及び当該者が前項の厚生労働大臣が定める者で

あることを証明する書類の写し 

 

8 事業者は、解体等の作業を行う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示するとともに、次条第１項の作

業を行う作業場には、前項の規定による記録の写しを備え付けなければならない。 

一 調査終了日 

二 前項第六号及び第八号に規定する事項の概要 

９ 第2項第二号ただし書に規定する材料については、目視により確認することが可能となったときに、事前調査を

行わなければならない。 

【解説】 

石綿則第３条第１項の「建築物」とは、全ての建築物をいい、建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、

排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備を含むものである。また、「工作物」とは、建

築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、

例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラ

ー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレータ－等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、

発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等がある。なお、建築物内に設置されたエレベ

ーターについては、かご等は工作物であるが、昇降路の壁面は建築物であることに留意すること。 

事前調査は、建築物、工作物又は船舶（鋼製の船舶に限る。以下同じ。）の解体又は改修（封じ込め又

は囲い込みを含む。）の作業を行うときに実施するが、石綿等の粉じんが発散しないことが明らかである場合は、建

築物、工作物又は船舶の解体等の作業には該当せず、事前調査を行う必要はないこととしている。この事前調査
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を行う必要がない作業は、大防法でも同様であり、詳細は、「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の

施行について」（令和２年８月４日付基発 0804 第８号）や「4.3.1」を参照すること。 

石綿等の有無の事前調査は、第３項に該当する場合を除き、全ての材料について設計図書等の文書を確認

した上で、当該文書のとおりであるかどうかを現地で目視により確認する（第２項）。「設計図書」とは、建築物、

その敷地又は工作物に関する工事用の図面及び仕様書のことであり、「設計図書等」の「等」には、施工記録、維

持保全記録、第８条の規定に基づく発注者からの情報が含まれる。 

事前調査において、調査対象材料に石綿等が使用されていないと判断する方法は、次のア又はイのいずれかの

方法によること。なお、設計図書にノンアスベスト材料等、石綿等が使用されていない建材であることの記載がある

場合であっても、安衛法令の適用対象となる石綿等の含有率は数次にわたり変更されているため、材料の製造当

時は法令適用対象外として石綿等の使用がないと判断されていたとしても、現行の法令では適用対象となる場合

もあることから、設計図書の記載のみをもって石綿等が使用されていないと判断することはできない。 

ア 調査対象材料について、製品を特定し、その製品のメーカーによる石綿等の使用の有無に関する証明や成

分情報等と照合する方法。 

イ 調査対象材料について、製品を特定し、その製造年月日が平成 18 年９月１日以降（第３条第３項第

四号から第八号までに掲げるガスケット又はグランドパッキンにあっては、それぞれ当該各号に掲げる日以降）

であることを確認する方法。 

事前調査により石綿等の使用の有無が明らかとならなかった場合は、分析調査により石綿等の使用の有無を

明らかにしなければならない（第５項）。ただし、事業者が、石綿等が使用されているものとみなして安衛法及び

これに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、分析調査を行わなくてもよいこととしている（第５項ただし書

き）。 

また、第３項の規定は、過去に石綿の使用の有無に関する調査と同等の調査が行われていれば、改めて調査

を行わなくてもよいこと（第一号）、製造・使用等が禁止された後に着工された建築物等については、設計図書

等で着工日を確認することで事前調査を行ったこととみなすこと（第三号～第八号）としたものである。 

なお、事前調査が不十分なまま工事が行われる事例が認められたことから、建築物及び船舶については、必要

な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるもの（石綿則第３条第４項の規定に基づき厚生労働大臣が定

める者（令和２年厚生労働省告示第 276 号）に規定する者による事前調査の実施が義務付けられた（第４

項）。なお、工作物に係る解体等工事の事前調査については、石綿等が使用されているおそれが高い工作物の

解体等の作業及び塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業については、石綿則

第３条第３項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚

生労働大臣が定めるものに行わせることを義務付けられた。当該者に調査を行わせる義務については、令和８年

（2026 年）１月 1 日から施行されることとされているが、義務付け適用以前においても、事前調査は調査者等

に行わせることが望ましい。 

また、石綿等の分析に関する知識や技能が十分でない者によって分析が行われている事例が認められたことから、

必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの（石綿則第３条第６項の規定に基づき厚生

労働大臣が定める者等（令和２年厚生労働省告示第 277 号））に規定する者による分析調査の実施が義

務付けられた（第６項）。 

事業者は、事前調査又は分析調査を行ったときは、当該事前調査等の結果に基づき作成した記録を３年間

保存しなければならない（第７項）。１つの解体等の作業について、事前調査又は分析調査が複数回行われ

る場合も考えられることから、事前調査等の結果の記録の保存の起算日は、解体等の作業に係る全ての事前調

査を終了した日又は分析調査を終了した日のいずれか遅い日とした。また、３年間の保存期間は、行政による事

業者に対する指導において関係書類として活用すること、事業者が適切に石綿ばく露防止対策を講じる動機付け

とすること等を目的とし、設定したものである。事前調査の記録の詳細は、「石綿障害予防規則等の一部を改正

する省令等の施行について」（令和２年８月４日付基発 0804 第８号）や「4.3.5」を参照すること。 

事前調査及び分析調査の結果は、見やすい箇所に掲示するとともに、作業場に作成した事前調査等の結果
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の記録の写しを備え付けなければならない（第８項。掲示については、2.3.11 参照。）。事前調査等の結果の

記録を作業場に備え付けることについては、いつでも記録を確認することができるようにする趣旨で規定したものであ

ることから、解体等の作業が行われている間は、常に備え付けておく必要がある。 

2.3.4 作業計画の作成 

石綿障害予防規則 

（作業計画） 

第４条 事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等（前条第５項ただし書の規定により石綿等

が使用されているものとみなされるものを含む。）の解体等の作業（以下「石綿使用建築物等解体等作業」

という。）を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当

該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。 

２ 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 

一 石綿使用建築物等解体等作業の方法及び順序 

二 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法 

三 石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法 

３ 事業者は、第1項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければなら

ない。 

【解説】 

石綿則第４条は、作業計画の作成について定めたものである。今回の石綿則改正により、第３条第１項の規

定において、事前調査の対象となる作業を明確化したのにともない、作業計画を定めるべき作業の規定方法を見

直した。 

事業者が解体等の作業に係る作業手順、注意事項等を記載した計画書を作成している場合において、第２

項各号に掲げる事項を含むときは、別途本条に基づく作業計画を定める必要はない。また、当該計画には、周辺

環境への対応、解体廃棄物の適切な処理についても含めることが望ましい。 

施工中に事前調査では把握していなかった石綿を含有する建材等が発見された場合には、その都度作業計画

の見直しを行うこと。 

解体等の作業の実施に当たっては、作業環境中の石綿の濃度の測定及び評価に基づく作業環境管理を行う

ことが望ましい。なお、作業環境管理については、別途示す屋外作業場における作業環境管理に係る手法等に

基づき行うこと。 

 

2.3.5 事前調査結果の報告 

石綿障害予防規則 

（事前調査の結果等の報告） 

第4条の2 事業者は、次のいずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織（厚生労働省の

使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して、次項に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しな

ければならない。 

一 建築物の解体工事（当該工事に係る部分の床面積の合計が 80 平方メートル以上であるものに限る。） 

二 建築物の改修工事（当該工事の請負代金の額が 100 万円以上であるものに限る。） 

三 工作物（石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。）の解体工事

又は改修工事（当該工事の請負代金の額が 100 万円以上であるものに限る。） 

※【編注】本条第１項第三号は、令和５年厚生労働省令第２号により次のように改正され、令和８年１月１日から施行される。 

三 工作物（第３条第４項ただし書の厚生労働大臣が定める工作物に限る。）の解体工事又は改修工事（当該工事の

請負代金の額が百万円以上であるものに限る。） 
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四 （略） 

２ 前項の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げるもの（第３条第３項第三号から第八号までの

場合においては、第一号から第四号までに掲げるものに限る。）とする。 

一 第 3 条第 7 項第一号から第四号までに掲げる事項及び労働保険番号 

二 解体工事又は改修工事の実施期間 

三 前項第一号に掲げる工事にあっては、当該工事の対象となる建築物（当該工事に係る部分に限る。）の床

面積の合計 

四 前項第二号又は第三号に掲げる作業にあっては、当該工事に係る請負代金の額 

五 第 3 条第 7 項第五号、第八号及び第九号に掲げる事項の概要 

※【編注】本条第２項第五号は、令和５年厚生労働省令第２号により次のように改正され、令和８年１月１日から施行される。 

五 第３条第７項第五号、第八号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項の概要 

 

六 前条第１項に規定する作業を行う場合にあっては、当該作業に係る石綿作業主任者の氏名 

七 材料ごとの切断等の作業（石綿を含有する材料に係る作業に限る。）の有無並びに当該作業における石

綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法及び当該作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露

を防止する方法 

３ 第１項の規定による報告は、様式第一号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出することをもって代え

ることができる。 

４ 第１項各号に掲げる工事を同一の事業者が２以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを１の契

約で請け負ったものとみなして、同項の規定を適用する。 

５ 第１項各号に掲げる工事の一部を請負人に請け負わせている事業者（当該仕事の一部を請け負わせる契

約が２以上あるため、その者が２以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約にお

ける注文者とする。）があるときは、当該仕事の作業の全部について、当該事業者が同項の規定による報告を

行わなければならない。 

【解説】 

石綿則第４条の２は、事業者に対して、一定規模以上の建築物及び特定の工作物の解体工事及び改修

工事について、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査の結果等の所轄労働基準監督署長への報告を義務付

けたものである（第１項）。 

建築物については、石綿等の製造等が禁止された平成 18（2006）年９月１日以降に着工したものを除き、

全ての建築物に石綿等が使用されている可能性が高いため、限定を設けずに一定規模以上の全ての建築物の

解体工事又は改修工事を報告の対象とした。工作物については、これまでの各種調査の結果等から石綿等が使

用されている可能性が高いものが特定されていることから、報告の対象とする工事は、石綿が使用されているおそれ

が高い工作物（石綿則第４条の２第１項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物（令和２年厚生

労働省告示第 278 号）に規定するアからタまでの工作物）とした。なお、建築物の改修工事及び工作物の解

体・改修工事は、床面積に換算することが困難なものがあるため、工事の請負代金の額を基準とした（第２項）。

第２項の報告事項のうち、第３条第７項第五号の建築物又は工作物の構造の概要は、鉄筋コンクリート造等

の主要構造に関する情報、階数や延べ床面積等の規模に関する情報、建築物にあっては建築基準法に規定す

る耐火建築物又は準耐火建築物の該当の有無を簡潔に記載する。また、第３条第７項第九号の厚生労働大

臣が定める者であることを証明する書類の写しの概要は、事前調査等を実施した者の氏名及び講習実施機関の

名称を記載する。 

報告の方法は、報告対象となる工事が非常に多いこと、報告を行う事業者の利便性を確保する必要があること

等から、原則として厚生労働省が開発・運用する簡易な電子システムを利用して所轄労働基準監督署に報告し

なければならない。 

このほか、工事を同一の事業者が分割契約で請け負っている場合は、これを一つの契約で請け負ったものとみな
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して報告すること（第４項）、工事の一部を請負人に請け負わせている場合は、元請業者が報告を行わなけれ

ばならないこととし（第５項）、その他の扱いについては「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行

について」（令和２年 8 月 4 日 基発 0804 第８号）に示しているので参考とすること。 

2.3.6 作業の届出 

石綿障害予防規則 

（作業の届出） 

第5条 事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号の二による届書に当該作業に係る解体

等対象建築物等の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 

一 解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等（石綿等が使用されている仕上げ用塗り材（第６条の

３において「石綿含有仕上げ塗材」という。）を除く。）の除去、封じ込め又は囲い込みの作業 

二 解体等対象建築物等に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材（耐火性能を有

する被覆材をいう。）等（以下「石綿含有保温材等」という。）の除去、封じ込め又は囲い込みの作業（石

綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。） 

２ 前項の規定は、法第88条第３項の規定による届出をする場合にあっては、適用しない。 

 

労働安全衛生法 

（計画の届出等） 

第88条 

３ 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事（建設業に属する事業にあつては、前項の

厚生労働省令で定める仕事を除く。）で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を

当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出な

ければならない。 

 

労働安全衛生規則 

第90条 法第88条第３項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。 

一～五 （略）  

五の二 建築物、工作物又は船舶（鋼製の船舶に限る。次号において同じ。）に吹き付けられている石綿等

（石綿等が使用されている仕上げ用塗り材を除く。）の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事 

五の三 建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材（耐火

性能を有する被覆材をいう。）等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業（石綿等の粉じんを著しく発散する

おそれのあるものに限る、）を行う仕事 

五の四 （略） 

六・七 （略） 

【解説】 

これまで届出の対象になっていた作業については、今回の石綿則改正により、法第 88 条第３項の規定に基づ

く計画届出の対象に変更となった。ただし、計画届は届出を行うべき業種が建設業及び土砂採石業に限定されて

おり、それ以外の業種に属する事業者についても対象作業を行う場合に届出を行わせる必要があることから、石綿

則上の規定を設けている。 

第２項は、法第 88 条第３項の規定に基づく建築物又は工作物の解体等の作業と、石綿等が使用されてい

る保温材、耐火被覆材等の除去作業を併せて行う場合には、二重に届出を行う必要がないこととするものである

が、同項の計画において当該除去作業に係る石綿ばく露防止のための措置の概要を記載しなければならない。 
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2.3.7 除去等に係る措置 

石綿障害予防規則 

（吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等の除去等に係る措置） 

第6条 事業者は、次の作業に労働者を従事させるときは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければな

らない。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。 

一 前条第１項第一号に掲げる作業（囲い込みの作業にあっては、石綿等の切断等の作業を伴うものに限

る。） 

二 前条第 1 項第二号に掲げる作業（石綿含有保温材等の切断等の作業を伴うものに限る。） 

２ 前項本文の適切な石綿等の除去等に係る措置は、次に掲げるものとする。 

一 前項各号に掲げる作業を行う作業場所（以下この項において「石綿等の除去等を行う作業場所」という。）

を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。 

二 石綿等の除去等を行う作業場所にろ過集じん方式の集じん・排気装置を設け、排気を行うこと。 

三 石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置すること。これらの室の設置に

当たっては、石綿等の除去等を行う作業場所から労働者が退出するときに、前室、洗身室及び更衣室をこれ

らの順に通過するように互いに連接させること。 

四 石綿等の除去等を行う作業場所及び前号の前室を負圧に保つこと。 

五 第一号の規定により隔離を行った作業場所において初めて前項各号に掲げる作業を行う場合には、当該作

業を開始した後速やかに、第二号のろ過集じん方式の集じん・排気装置の排気口からの石綿等の粉じんの漏

えいの有無を点検すること。 

六 第二号のろ過集じん方式の集じん・排気装置の設置場所を変更したときその他当該集じん・排気装置に変

更を加えたときは、当該集じん・排気装置の排気口からの石綿等の粉じんの漏えいの有無を点検すること。 

七 その日の作業を開始する前及び作業を中断したときは、第三号の前室が負圧に保たれていることを点検するこ

と。 

八 前三号の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに前項各号に掲げる作業を中止し、ろ過集じ

ん方式の集じん・排気装置の補修又は増設その他の必要な措置を講ずること。 

３ 事業者は、前項第一号の規定により隔離を行ったときは、隔離を行った作業場所内の石綿等の粉じんを処理

するとともに、第１項第一号に掲げる作業（石綿等の除去の作業に限る。）又は同項第二号に掲げる作業

（石綿含有保温材等の除去の作業に限る。）を行った場合にあっては、吹き付けられた石綿等又は張り付け

られた石綿含有保温材等を除去した部分を湿潤化するとともに、石綿等に関する知識を有する者が当該石

綿等又は石綿含有保温材等の除去が完了したことを確認した後でなければ、隔離を解いてはならない。 

 

（石綿含有成形品の除去に係る措置） 

第6条の2 事業者は、成形された材料であって石綿等が使用されているもの（石綿含有保温材等を除く。次項に

おいて「石綿含有成形品」という。）を建築物、工作物又は船舶から除去する作業においては、切断等以外

の方法により当該作業を実施しなければならない。ただし、切断等以外の方法により当該作業を実施すること

が技術上困難なときは、この限りでない。 

２ （略） 

３ 事業者は、第１項ただし書の場合において、石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが発散しやすいものと

して厚生労働大臣が定めるものを切断等の方法により除去する作業を行うときは、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。ただし、当該措置（第一号及び第二号に掲げる措置に限る。）と同等以上の効果を有する措

置を講じたときは、第一号及び第二号の措置についてはこの限りでない。 

一 当該作業を行う作業場所を、当該作業以外の作業を行う作業場所からビニルシート等で隔離すること。 
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二 当該作業中は、当該石綿含有成形品を常時湿潤な状態に保つこと、除じん性能を有する電動工具を使用

することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講ずること。 

三 （略） 

 

（石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去に係る措置） 

第6条の3 前条第３項の規定は、事業者が建築物、工作物又は船舶の壁、柱、天井等に用いられた石綿含有

仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業に労働者を従事させる場合及び当該作業の一部を請負人

に請け負わせる場合について準用する。 

 

（石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置） 

第7条 事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事させるときは、当該作業場所に当該作業に従事する労働者

以外の者（第14条に規定する措置が講じられた者を除く。）が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やす

い箇所に表示しなければならない。 

一 第５条第１項第一号に掲げる作業（石綿等の切断等の作業を伴うものを除き、囲い込みの作業に限

る。） 

二 第５条第１項第二号に掲げる作業（石綿含有保温材等の切断等の作業を伴うものを除き、除去又は囲

い込みの作業に限る。） 

２ 特定元方事業者（法第 15 条第１項の特定元方事業者をいう。）は、その労働者及び関係請負人（法第

15 条第１項の関係請負人をいう。以下この項において同じ。）の労働者の作業が、前項各号に掲げる作業と同

一の場所で行われるときは、当該作業の開始前までに、関係請負人に当該作業の実施について通知するととも

に、作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければならない。 

 

（石綿等の切断等の作業等に係る措置） 

第13条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のもの

とすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講

じなければならない。 

一 石綿等の切断等の作業（第 6 条の 2 第３項に規定する作業を除く。） 

二 石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた物の解体等の作業（石綿使用建築物等解体等作業を含み、第

6 条の 3 に規定する作業を除く。） 

三 粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業 

四 粉状の石綿等を混合する作業 

五 前各号に掲げる作業、第 6 条の 2 第３項に規定する作業又は第 6 条の 3 に規定する作業（以下「石綿

等の切断等の作業等」の作業という。）において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業 

２ 事業者は、石綿等の切断等の作業等を行う場所に、石綿等の切りくず等を入れるためのふたのある容器を備え

なければならない。 

３ （略） 

 

石綿障害予防規則第 6 条の 2 第 2 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物（厚生労働省告示第 279

号） 

石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労働省令第 21 号）第 6 条の 2 第 2 項の石綿含有成形品のうち特に

石綿等の粉じんが飛散しやすいものとして厚生労働大臣が定めるものは、石綿等を含有するけい酸カルシウム板第

一種とする。 

【解説】 

石綿則第 6 条、第 6 条の 2、第 6 条の 3、第 7 条及び第 13 条は、石綿含有建材の除去等作業に係る必
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要な措置について定めたものであり、概ね大防法の作業基準と同じ内容となっている。 

石綿則第６条では、吹付け石綿及び石綿含有保温材等の切断等を伴う除去等作業における措置について

定めている（第１項）。 

これらの作業を行う場合は、他の作業場所からの隔離及び前室の設置を行った上で集じん排気装置による排

気を行うこと、作業開始直後及び集じん・排気装置の設置場所を変更した場合は、集じん・排気装置出口からの

石綿等の粉じんの漏えいを点検すること、その日の作業開始前及び作業を中断した時は前室が負圧に保たれてい

ることを点検すること、異常が認められた場合の作業の中止及び集じん・排気装置の補修又は増設等必要な措

置を講ずることが義務付けられている（第２項）。 

第２項第六号は、集じん・排気装置について、設置後に足場が当たって接合部が外れた等の理由により、石綿

等の粉じんが隔離の外に漏れる事例が認められたことから、集じん・排気装置に変更を加えたときは、排気口からの

石綿等の粉じんの漏えいの有無を点検しなければならないこととしたものである。 

隔離を伴う作業を行った場合には、作業場内の石綿等の粉じんを処理することが義務付けられており、このうち

吹付け石綿及び石綿含有保温材等の切断等を伴う除去を行った場合には、除去した部分に取り残しがないこと

を建築物石綿含有建材調査者（建築物に係る除去作業に限る）又は石綿作業主任者が確認させた上で粉じ

ん飛散防止処理剤を噴霧・塗布することにより湿潤化してから隔離を解く必要がある（第３項） 

第３項の「除去した部分を湿潤化する」とは、表面に皮膜を形成し粉じんの飛散を防止することができるような

薬液等により行う必要があるものである。 

石綿則第 6 条の２第１項では、石綿含有成形品（大防法の石綿含有成形板等）の除去作業において、

原則として切断等以外の方法（手ばらし）により当該作業を実施することを定めている。 

第１項の「切断等以外の方法により当該作業を実施することが技術上困難なとき」には、当該材料が下地材

等と接着材で固定されており、切断等を行わずに除去することが困難な場合や、当該材料が大きく切断等を行わ

ずに手作業で取り外すことが困難な場合等が含まれる。 

第３項では、切断等以外の方法により除去することが技術上困難な場合であって、特に石綿等の粉じんが飛

散しやすいものとして厚生労働大臣が定めているけい酸カルシウム板第１種を切断等の方法により除去する場合

は、当該作業を行う作業場所にビニルシート等で隔離した上で、石綿等を常時湿潤な状態に保つこと、除じん性

能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置のいずれかの措置を行わなければな

らないとしている。切断等以外の方法により石綿等の除去等の作業を実施することが技術上困難な場合は、当該

作業を行う作業場所にビニルシート等で隔離した上で、同項第二号前段の規定により、当該石綿等を湿潤化し

た上で、手工具（バール、のこぎり等）により当該作業を実施する。手工具によることが技術上困難な場合で、電

動工具を用いて石綿等の切断等の作業等を行う場合にあっては、石綿等を湿潤な状態にした場合においても高

濃度の粉じんが発散するおそれがあること及び電動工具を使用中に散水等を行うことによる感電のおそれがあること

から、同号後段の規定により、原則として除じん性能を有する電動工具を使用する。やむを得ず除じん性能を有し

ていない電動工具を使用する場合は、労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）第 333 条に規

定する漏電による感電の防止措置を講じた上で、電動工具に可能な限り水が直接かからないように留意しつつ切

断面等に水を噴霧することにより石綿等を常時湿潤な状態にする。 

また、第３項第一号に規定する「隔離」は、負圧に保つことを求めるものではない。 

第３項第二号（第６条の３において準用する場合を含む。）及び第 13 条第１項に規定する「その他の石

綿等の粉じんの発散を防止する措置」には、剥離剤の使用が含まれる（将来の技術の進歩により、湿潤化と同

等以上の粉じんの発散を防止する新たな措置が開発された場合は、別途定めるところにより、当該措置も含まれ

ることとされている。）。剥離剤を使用する場合は、使用する剥離剤に係る安全データシート（SDS）により、特

定化学物質への該当性や、有害性区分がある物質の含有の有無を確認し、リスクアセスメント対象物が含有され

ている場合は、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針（平成 27 年９月 18 日付け危

険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第３号）に定めるところによりリスクアセスメントを実施し、その結

果に基づき、法令に定める措置を含め、適切なリスク低減措置を実施すること。この際、リスク低減措置として呼吸
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用保護具を使用する場合は、原則として、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具（G-PAPR）又は給

気式呼吸用保護具を使用する。第３項及び第６条の３の規定に基づく隔離の解除に当たっては、あらかじめ、

HEPA フィルタ付きの真空掃除機により隔離された場所の内部の清掃を行うことが望ましい。 

石綿則第 6 条の３では、石綿含有仕上塗材を電動工具を使用して除去する作業に係る措置として、当該作

業を行う作業場所にビニルシート等で隔離した上で石綿等を常時湿潤な状態に保つこと、除じん性能を有する電

動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置のいずれかの措置を行わなければならないこととし

たものである。 

石綿含有仕上塗材とは、セメント、合成樹脂等の結合材、顔料、骨材等を主原料とし、主として建築物の内

外の壁又は天井を、吹付け、ローラー塗り、こて塗り等によって立体的な造形性を持つ模様に仕上げる材料として

JIS A 6909 に定められている建築用仕上塗材のうち、石綿等が使用されているものをいう。 

「石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業」とは、ディスクグラインダー又はディスクサンダーを

用いて石綿含有仕上塗材を除去する作業をいい、高圧水洗工法、超音波ケレン工法等により石綿含有仕上塗

材を除去する作業は含まれない。 

電動工具を用いて除去する場合にあっては、石綿等を湿潤な状態にした場合においても高濃度の粉じんが発

散するおそれがあること及び電動工具を使用中に散水等を行うことによる感電のおそれがあることから、原則として

除じん性能を有する電動工具を使用する。やむを得ず除じん性能を有していない電動工具を使用する場合は、労

働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）第 333 条に規定する漏電による感電の防止措置を講じ

た上で、電動工具に可能な限り水が直接かからないように留意しつつ切断面等に水を噴霧することにより石綿等を

常時湿潤な状態にする。 

石綿則第 7 条では、石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置を定めており、当該作業場所に当該

作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつその旨を見やすい箇所に表示することを義務付け

ている。立入禁止の対象となる作業場所とは、作業場内において当該作業が行われている個々の作業場所をいう

ものであり、必ずしも壁、天井等により区画される区域までをいうものではない。 

石綿則第 13 条では、石綿等の切断等の作業等に係る措置を定めている。 

同条では第 6 条の２第３項の作業は除かれるが、第６条の２第１項の規定により、石綿等の切断等の作業

等においては、原則として切断等以外の方法（手ばらし）により当該作業を実施する必要がある。切断等以外の

方法により石綿等の除去等の作業を実施することが技術上困難な場合は、当該石綿等を湿潤化した上で、手

工具（バール、のこぎり等）により当該作業を実施する。手工具によることが技術的に困難な場合で、電動工具

を用いて石綿等の切断等の作業等を行う場合にあっては、石綿等を湿潤な状態にした場合においても高濃度の

粉じんが発散するおそれがあること及び電動工具を使用中に散水等を行うことによる感電のおそれがあることから、

原則として除じん性能を有する電動工具を使用する。やむを得ず除じん性能を有していない電動工具を使用する

場合は、労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）第 333 条に規定する漏電による感電の防止

措置を講じた上で、電動工具に可能な限り水が直接かからないように留意しつつ切断面等に水を噴霧することによ

り石綿等を常時湿潤な状態にする。 

第１項の「その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置」には、封じ込めの作業において固化剤を吹き付け

る方法のほか、除去の作業において剥離剤を使用する方法、湿潤化が著しく困難な場合における隔離（囲い込

み）等が含まれる（将来の技術の進歩により、湿潤化と同等以上の粉じんの発散を防止する新たな措置が開発

された場合は、別途定めるところにより、当該措置も含まれる。）。なお、「湿潤な状態のものとする」とは、作業前

に散水等により対象となる材料を一度湿潤な状態にすることだけではなく、切断面等への散水等の措置を講じな

がら作業を行うことにより、湿潤な状態を保つことをいう。 

 

2.3.8 呼吸用保護具・作業衣 

石綿障害予防規則 
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第14条 事業者は、石綿等の切断等の作業等に労働者を従事させるときは、当該労働者に呼吸用保護具（第

6条第２項第一号の規定により隔離を行った作業場所における同条第１項第一号に掲げる作業（除去の

作業に限る。次項及び第35条の2第２項において「吹付石綿等除去作業」という。）に労働者を従事させる

ときは、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具若しくは防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保

護具であつて防じん機能を有するもの又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは

送気マスク（次項及び第35条の２第２項において「電動ファン付き呼吸用保護具等」という。）に限る。）を

使用させなければならない。 

２ （略） 

３ 事業者は、石綿等の切断等の作業等に労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣を使用させなけれ

ばならない。ただし、当該労働者に保護衣を使用させるときは、この限りでない。 

４ （略） 

５ 労働者は、事業者から第１項及び第３項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならな

い。 

 

（呼吸用保護具） 

第44条 事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製

造する作業場には、石綿等の粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保

護具を備えなければならない。 

 

（保護具の数等） 

第45条 事業者は、前条の呼吸用保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時

有効かつ清潔に保持しなければならない。 

 

（保護具等の管理） 

第46条 事業者は、第10条第２項、第14条第１項及び第２項、第35条の2第２項、第44条並びに第48条

第六号（第48条の4において準用する場合を含む。）に規定する保護具等が使用された場合には、他の衣

服等から隔離して保管しなければならない。 

２ （略） 

３ 事業者及び労働者は、第１項の保護具等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出し

てはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。 

4 （略） 

【解説】 

事業者は、石綿等の切断等の作業等に労働者を従事させるときは、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は

保護衣を使用させなければならない（第 14 条）。 

第 14 条第１項の「同条第 1 項第一号に掲げる作業」とは、吹き付けられた石綿等を除去する作業に伴う一

連の作業をいい、例えば、隔離された作業場所における、除去した石綿等を袋等に入れる作業、現場監督に係る

作業等についても含まれる。なお、これらの作業を行うため事前に行う作業（足場の設置の作業等）等について

は含まない。 

呼吸用保護具は作業に応じて有効なものを選択する。電動工具（除じん性能を有する電動工具を含む。）

を用いて石綿の切断等を行う場合においては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具（S 級の半面

形面体であってろ過材が PS３又は PL３のものであり、かつ、呼吸用保護具の製造事業者により指定防護係数

が 300 以上であることを証明する型式に限る。）又はそれと同等以上の指定防護係数を有する防じん機能を有

する呼吸用保護具を使用すること。呼吸用保護具（面体を有するものに限る。）を適切に装着するために、令和

５年５月 25 日付け基発 0525 第３号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、
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使用等について」（以下「マスク通達」という。）第１の５に定めるところにより、１年以内ごとに１回、フィットテスト

を行うこと。 

そのほか、保護具については、必要な呼吸用保護具の確保（第 44 条）や保護具の数（第 45 条）、保護

具の管理（第 46 条）などが規定されている。 

 

2.3.9 石綿作業主任者の選任 

石綿障害予防規則 

（石綿作業主任者の選任） 

第19条 事業者は、令第６条第二十三号に掲げる作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者の

うちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。 

 

（石綿作業主任者の職務） 

第20条 事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 

一 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決

定し、労働者を指揮すること。 

二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するため

の装置を 1 月を超えない期間ごとに点検すること。 

三 保護具の使用状況を監視すること。 

【解説】 

石綿等を取り扱う作業（試験研究のため取り扱う作業を除く。）又は石綿等を試験研究のため製造する作業

若しくは石綿分析用試料等を製造する作業を行う場合は、石綿作業主任者技能講習を修了した者の中から石

綿作業主任者を選任しなければならない（第 19 条）。 

「石綿作業主任者を選任し」については、必ずしも単位作業室ごとに選任を要するものでなく、第 20 条各号に

掲げる事項の遂行が可能な範囲ごとに選任し配置すれば足りる。 

石綿作業主任者は、従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないよう、作業の

方法を決定して労働者を指揮するほか、集じん・排気装置等の点検、労働者の保護具の使用状況の監視等を

行う必要がある（第 20 条）。 

また、石綿作業主任者は、隔離をともなう作業を行う除去等作業において、「石綿等に関する知識を有する者」

として、取り残しがないことの確認を行うことができる。 

 

2.3.10 特別教育の実施 

石綿障害予防規則 

（特別の教育） 

第27条 事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対

し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。 

一 石綿の有害性 

二 石綿等の使用状況 

三 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 

四 保護具の使用方法 

五 前各号に掲げるもののほか、石綿等の粉じんのばく露の防止に関し必要な事項 

２ 労働安全衛生規則第37条及び第38条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について

必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 
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労働安全衛生規則 

（特別教育の科目の省略） 

第37条 事業者は、法第59条第３項の特別の教育（以下「特別教育」という。）の科目の全部又は一部につい

て十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略す

ることができる。 

 

（特別教育の記録の保存） 

第38条 事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年

間保存しておかなければならない。 

 

石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程（平成 17 年３月 31 日厚生労働省告示第 132 号） 

 

石綿障害予防規則第 27 条第１項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目

に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。 

科 目  範 囲  時 間  

石 綿 の有 害 性  石 綿 の性 状  石 綿 による疾 病 の病 理 及 び症 状  喫 煙 の影 響  0 .5 時 間  

石 綿 等 の使 用 状 況  石 綿 を含 有 する製 品 の種 類 及 び用 途  事 前 調 査 の方 法  1 時 間  

石 綿 等 の粉 じんの

発 散 を抑 制 するため

の措 置  

建 築 物 、工 作 物 又 は船 舶 （ 鋼 製 の船 舶 に限 る。） の解 体 等 の

作 業 の方 法  湿 潤 化 の方 法  作 業 場 所 の隔 離 の方 法  その他

石 綿 等 の粉 じんの発 散 を抑 制 するための措 置 について必 要 な事

項  

1 時 間  

保 護 具 の使 用 方 法  保 護 具 の種 類 、性 能 、使 用 方 法 及 び管 理  1 時 間  

その他 石 綿 等 のばく

露 の防 止 に関 し必

要 な事 項  

労 働 安 全 衛 生 法 （ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 、労 働

安 全 衛 生 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 七 年 政 令 第 三 百 十 八 号 ） 、

労 働 安 全 衛 生 規 則 （ 昭 和 四 十 七 年 労 働 省 令 第 三 十 二

号 ） 及 び石 綿 障 害 予 防 規 則 中 の関 係 条 項  石 綿 等 による健

康 障 害 を防 止 するため当 該 業 務 について必 要 な事 項  

1 時 間  

  

【解説】 

事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該

業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない（第 27 条）。特別教育の科目、範囲及び時間

は、石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程による。 

 

2.3.11 掲示 

石綿障害予防規則 

（掲示） 

第34条 事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製

造する作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。 

一 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場で

ある旨 

二 石綿により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 
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三 石綿等の取扱い上の注意事項 

四 当該作業場においては保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具 

 

（事前調査及び分析調査） 

第3条 

1～7（略） 

8 事業者は、解体等の作業を行う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示するとともに、次条第１項の作

業を行う作業場には、前項の規定による記録の写しを備え付けなければならない。 

一 調査終了日 

二 前項第六号及び第八号に規定する事項の概要 

【解説】 

石綿則第 34 条は、石綿等を取り扱う作業場に掲示すべき事項を定めたものである。これらは作業に従事する

労働者等が見やすい箇所に掲示しなければならない。 

また、事前調査及び分析調査の終了日及び結果の概要についても、同様に作業に従事する労働者等が見や

すい箇所に掲示すること（第３条第８項）。 

掲示方法については、有機溶剤中毒予防規則第 24 条第１項及び第２項の規定に基づき、同条第１項の

規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める告示（昭和 47 年労働省告示第 123 号）第四号に

準ずる等見やすいものとすることが望ましい。 

これら事前調査結果及び作業内容の掲示については 4.6 参照。 

 

2.3.12 作業の記録、保存 

石綿障害予防規則 

（作業の記録） 

第35条 事業者は、石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿

等の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事

項を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間

保存するものとする。 

一 労働者の氏名 

二 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に従事

した労働者にあっては、従事した作業の概要、当該作業に従事した期間、当該作業（石綿使用建築物等

解体等作業に限る。）に係る事前調査（分析調査を行った場合においては事前調査及び分析調査）の結

果の概要並びに次条第１項の記録の概要 

三 石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿等の粉じんを発

散する場所における作業（前号の作業を除く。以下この号及び次条第１項第二号において「周辺作業」とい

う。）に従事した労働者（以下この号及び次条第１項第二号において「周辺作業従事者」という。）にあっ

ては、当該場所において他の労働者が従事した石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又

は石綿分析用試料等を製造する作業の概要、当該周辺作業従事者が周辺作業に従事した期間、当該場

所において他の労働者が従事した石綿等を取り扱う作業（石綿使用建築物等解体等作業に限る。）に係

る事前調査及び分析調査の結果の概要、次条第１項の記録の概要並びに保護具等の使用状況 

四 石綿等の粉じんにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概

要 

 

（作業計画による作業の記録） 
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第35条の2 事業者は、石綿使用建築物等解体等作業を行ったときは、当該石綿使用建築物等解体等作業に

係る第４条第１項の作業計画に従って石綿使用建築物等解体等作業を行わせたことについて、写真その他

実施状況を確認できる方法により記録を作成するとともに、次の事項を記録し、これらを当該石綿使用建築

物等解体等作業を終了した日から3年間保存するものとする。 

一 当該石綿使用建築物等解体等作業に従事した労働者の氏名及び当該労働者ごとの当該石綿使用建築

物等解体等作業に従事した期間 

二 周辺作業従事者の氏名及び当該周辺作業従事者ごとの周辺作業に従事した期間 

２ 事業者は、前項の記録を作成するために必要である場合は、当該記録の作成者又は石綿使用建築物等解

体等作業を行う仕事の発注者の労働者（いずれも呼吸用保護具（吹付石綿等除去作業が行われている

場所に当該者を立ち入らせるときは、電動ファン付き呼吸用保護具等に限る。）及び作業衣又は保護衣を着

用する者に限る。）を第6条第２項第一号及び第6条の2第３項第一号（第6条の3の規定により準用する

場合を含む。）の規定により隔離された作業場所に立ち入らせることができる。 

【解説】 

第 35 条は、石綿等を製造し、又は取り扱う作業場において、常時当該作業に従事する労働者については、そ

の作業の記録及び事故等による汚染の概要を記録し、これを保存させておくことにより、第 36 条の作業環境測定

の結果の記録、第 37 条の作業環境測定結果の評価の記録及び第 41 条の健康診断の結果の記録と併せて、

石綿等によるばく露状況を把握し、健康管理に資することとしたものである。 

記録の保存期間については、石綿による疾患の潜伏期間が長期であることを踏まえ、石綿等を取り扱う作業場

において当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から 40 年間保存するものとしている。 

第二号及び第三号の事前調査及び分析調査の結果の概要は、様式第一号に規定する内容と同様のものを

保存すれば足り、所轄労働基準監督署に報告した事前調査結果等の結果の写しを保存することで差し支えない。 

第二号の「次条第１項の記録の概要」（作業の実施状況の写真等による記録の概要）は、写真等をそのま

ま保存する必要はなく、保護具の使用状況も含めて作業の実施状況について、文章等による簡潔な記載による

記録を保存すれば足りる。 

第三号の周辺作業従事者に係る保護具等の使用状況は、当該周辺作業従事者の保護具等の使用状況で

ある。 

第四号の「著しく汚染される事態」とは、設備の故障等により石綿等の粉じんを多量に吸入した場合等がある。

また、「その概要」とは、ばく露期間、濃度等の汚染の程度、汚染により生じた健康障害等をいう。 

第 35 条の 2 の作業計画による作業の記録は、事前調査を適切に行わずに解体等の作業を行った事例等が

認められた一方、解体工事や改修工事は工事終了後に措置が適切に実施されたかどうかを行政等が確認するこ

とは困難であるため、本条において、工事終了後においても、措置が適切に実施されたかどうかを確認することがで

きるよう、作業計画に基づく作業について、写真その他実施状況を確認できる方法により記録し、保存しなければ

ならないこととしている。 

第１項の写真その他実施状況を確認できる方法による記録は、石綿則に基づき講ずべき措置の実施状況につ

いての記録であり、次のアからエまでに掲げるものが含まれる。 

ア 事前調査等を行った部分及びその部分における石綿等の使用の有無の概要に関する掲示、関係者以外

の立入禁止の表示、喫煙・飲食の禁止の表示及び次の（ア）から（エ）までに掲げる事項の掲示の状況

が確認できる写真等による記録。 

（ア）石綿等を取り扱う作業場である旨 

（イ）石綿の人体に及ぼす作用 

（ウ）石綿等の取扱い上の注意事項 

（エ）使用すべき保護具 

イ 隔離の状況、集じん・排気装置の設置状況、前室・洗身室・更衣室の設置状況、集じん・排気装置の排

気口からの石綿等の粉じんの漏えいの有無の点検結果、前室の負圧に関する点検結果、隔離を解く前に
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除去が完了したことを確認する措置の実施状況及び当該確認を行った者の資格が確認できる写真等によ

る記録（第６条第１項各号に掲げる作業を行う場合に限る。）。 

ウ 作業計画に示されている作業の順序に基づいて、同計画に示されている作業の方法、石綿等の粉じんの発

散を防止し、又は抑制する方法及び作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法のとお

りに作業が行われたことが確認できる写真等による記録。なお、この記録には、第 13 条の規定に基づく湿潤

な状態のものとする措置（第６条の２第３項又は第６条の３に規定する作業を行うときは常時湿潤な

状態に保つ措置）や除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措

置の実施状況及び第 14 条の規定に基づく呼吸用保護具等の使用状況が確認できる写真等による記録

が含まれること。また、同様の作業を行う場合においても、作業を行う部屋や階が変わるごとに記録する必要

がある。 

エ 除去等を行った石綿等の運搬又は貯蔵を行う際の容器又は包装、当該容器等への必要な事項の表示及

び保管の状況が確認できる写真等による記録。 

第１項の写真その他実施状況を確認できる方法による記録に当たっては、撮影場所、撮影日時等が特定でき

るように記録する必要があること。また、写真その他実施状況を確認できる方法には、動画により記録する方法が

含まれる。 

また、第２項の規定は、第６条第２項第一号の規定及び第６条の２第３項第一号（第６条の３の規定

により準用する場合を含む。）の規定による隔離が行われている作業場には、当該作業に従事する者（直接作

業を行う者だけでなく、作業の指揮を行う石綿作業主任者、第６条第３項の規定に基づき除去が完了したことを

確認する者及び作業場の管理を行う者を含む。）以外を立ち入らせることはできないが、第８条第２項及び第

35 条の２第１項の規定により、第 35 条の２第１項の記録を作成する者及び当該記録の作成に対し配慮を行

う石綿使用建築物等解体等作業を行う仕事の発注者の労働者を立ち入らせる必要がある場合が考えられること

から、これらの者に限り、作業に従事する者ではなくても、呼吸用保護具の着用等の必要な措置を講じた上で、立

ち入らせることができることとしたものである。 

 

2.3.13 労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務における留意事項 

石綿障害予防規則 

第二節 労働者が石綿等の粉じんにばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置 

第10条 事業者は、その労働者を就業させる建築物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工

作物（次項及び第５項に規定するものを除く。）に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保

温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあると

きは、当該吹き付けられた石綿等又は石綿含有保温材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなけ

ればならない。 

２ 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工

作物（第４項に規定するものを除く。）に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が

損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労

働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない 

３ （略） 

４ 労働者は、事業者から前項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 

５ 法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付

けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及

び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、第１項に規定する措置を講じなければならない。 

【解説】 

石綿則第 10 条は、事業者がその労働者を就業させる建築物等に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた
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石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそ

れがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め又は囲い込み等の措置を講じる義務について規定している（第１

項）。 

また、事業者は、その労働者を臨時に就業させる場合には、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣

を使用させなければならず（第２項）、作業の一部を請負人に請け負わせる場合であって、当該請負人が当該

場所で臨時に就業するときは、当該請負人に対し、呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する必要があ

る旨を周知させなければならない（第３項）。労働者も保護具等の使用を命じられた時は、これを使用しなけれ

ばならない（第４項）。 

「その労働者を臨時に就業させる」とは、当該建築物において通常労働者が立ち入らない場所における臨時の

作業に従事させることをいい、例えば、天井裏、エレベーターの昇降路等における設備の点検、補修等の作業、掃

除の作業等がある。 

テナント等２以上の事業者が共用する場所で吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等

が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがある場合は、建

築物の貸与者が除去等の措置を講じなければならない（第５項）。 

石綿等が吹き付けられている又は張り付けられた石綿含有保温材等を使用したことが明らかとなった場合には、

吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等の損傷、劣化等により石綿等の粉じんにばく露する

おそれがある旨を労働者に対し情報提供することが望ましい。 

 

2.3.14 健康診断の実施等 

石綿障害予防規則 

（健康診断の実施） 

第 40 条 事業者は、令第 22 条第１項第三号の業務（石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石

綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。）に常時従事する労働者に

対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後６月以内ごとに１回、定期に、次の項目について医師

による健康診断を行わなければならない。 

一 業務の経歴の調査 

二 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 

三 せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 

四 胸部のエックス線直接撮影による検査 

２ 事業者は、令第 22 条第２項の業務（石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所におけ

る業務に限る。）に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、６月以内ごとに１回、定

期に、前項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。 

３ 事業者は、前２項の健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがあ

る者で、医師が必要と認めるものについては、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 

一 作業条件の調査 

二 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影（石綿肺による線維増殖性の変化によるものを

除く。）がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査、喀痰かくたんの細胞診

又は気管支鏡検査 

 

（健康診断の結果の記録） 

第 41 条 事業者は、前条各項の健康診断（法第 66 条第５項ただし書の場合において当該労働者が受けた健

康診断を含む。次条において「石綿健康診断」という。）の結果に基づき、石綿健康診断個人票（様式第二
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号）を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から 40 年間

保存しなければならない。 

（健康診断の結果についての医師からの意見聴取） 

第 42 条 石綿健康診断の結果に基づく法第 66 条の 4 の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところに

より行わなければならない。 

一 石綿健康診断が行われた日（法第 66 条第５項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結

果を証明する書面を事業者に提出した日）から３月以内に行うこと。 

二 聴取した医師の意見を石綿健康診断個人票に記載すること。 

２ 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、

速やかに、これを提供しなければならない。 

 

（健康診断の結果の通知） 

第 42 条の 2 事業者は、第 40 条各項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通

知しなければならない。 

 

（健康診断結果報告） 

第 43 条 事業者は、第 40 条各項の健康診断（定期のものに限る。）を行ったときは、遅滞なく、石綿健康診断

結果報告書（様式第三号）を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 

 

【解説】 

建築物等の解体等工事において、石綿の粉じんを発散する場所における業務に労働者を常時従事させた場

合、事業者は、当該業務に従事した労働者のうち現に在籍している者に対し、6 月以内ごとに１回、定期的に医

師による健康診断を受診させ（第 40 条第２項）、診断結果を当該労働者が従事しないこととなった日から 40

年間保存しなければならない（第 41 条）。 

医師からの意見聴取は労働者の健康状況から緊急に法第 66 条の５第１項の措置を講ずべき必要がある場

合には、できるだけ速やかに行われる必要がある（第 42 条）。 

「健康診断結果報告書」は、第 40 条により定期的に行った健康診断の結果について、所轄労働基準監督署

長に遅滞なく（健康診断後概ね１ヶ月以内に）提出するものとすること（第 43 条）。 
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2.4 その他の関係法令 

2.4.1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律における規定 

建築物の解体等から排出される石綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に指定された廃石綿等につ

いて、その分別、保管、収集、運搬、処分等を適正に行うため必要な処理基準等が定められている。 

参照：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300 号） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46 年厚生省令第 35 号） 

また、石綿含有廃棄物等の処理に係るマニュアルとしては、石綿含有廃棄物等処理マニュアル（第３版）

（令和３年３月環境省環境再生・資源循環局 令和 4 年 11 月４日一部修正）がある。 

 

2.4.2 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）における規定 

建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）（以下「建設リサイクル法」

という。）では、特定建設資材（コンクリート、木材その他建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合におけ

るその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済

性の面において制約が著しくないと認められるもの）を用いた建築物等に係る解体工事であって、その規模が一定

以上の基準のものについては、分別解体等をしなければならないとされている（建設リサイクル法第 9 条）。 

そのため、該当する建設工事の受注者は、事前に吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設

資材に付着したもの（以下「付着物」という。）の有無の調査を行い、その調査結果に基づき分別解体等の計画

を作成し、付着物の除去その他の工事着手前における特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保す

るための措置を講ずることが定められている（建設リサイクル法施行規則第 2 条第１項）。 

 

2.4.3 建築基準法における規定 

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）では、吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール（以下「吹付け

石綿等」という。）の建築物及び建築基準法に定める工作物への使用が禁止されている（建築基準法第 28 条

の 2）。それに伴い、吹付け石綿等が使用されている建物は既存不適格建築物注）となり、改修時等の措置が義

務付けられている。（表 2.4.1） 

また、「封じ込め」、「囲い込み」の基準が告示（平成 18 年 9 月 29 日 国土交通省告示 1173 号）で明

確に示されている。 

注）建築基準法では、既存の適法な建築物が法令の改正等により違反建築物とならないよう、新たな規定の施行時又は

都市計画変更等による新たな規定の適用時に現に存する又は工事中の建築物については、新たに施行又は適用さ

れた規定のうち適合していないものについては適用を除外することとし、原則として、増改築等を実施する機会に当該規

定に適合させることとしている。この新たな規定の施行又は適用により、不適合になった既存建築物を既存不適格建

築物という。 

 

表2.4.1 建築基準法による改修時等の措置（概要） 

工事等の種類 措置内容 対象石綿建材 

建
築
基
準
法 

増改築時（増改築部分の床面積が増改築前の床面

積の１/２を超える増改築時） 
除去 

レベル１石綿建

材のうち、吹付

け石綿、石綿含

有吹付けロック

ウール 

増改築時（増改築部分

の床面積が増改築前の

床面積の１/２を超えな

いもの） 

増改築部分 除去 

増改築部分以外の部分 
除去、封じ込め、または囲い

込み 

大規模修繕・模様替時 

大規模修繕・模様替部分 除去 

大規模修繕・模様替部分 

以外の部分 

除去、封じ込め、または囲い

込み 

 


